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公害環境デー公害環境デー
公害・原発をなくし、地球環境を守る。環境の保全・再生をめざす第44回府民集会
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第４４回 公害環境デー 

■プログラム 

●午前（9：30～12：00）  

①第１分科会「いま改めて福島原発被害を考える」（南館５階ホール） 

②第2分科会「TPPと食の安全」（本館７階７０１） 

③第３分科会「地震・津波・防災」（本館１０階研修室５） 

●昼休憩（12：00-13：30） 

・昼食  12：00～12：30 

・上映「日本と原発」（30分版）12：30～13：00（南館５階ホール） 

・ポスター発表  13：00～13：25 （南館５階ホール）  

●午後   全体会   13：30～16：30 

１．基調報告「公害・環境問題をめぐる情勢と私たちの課題」………公害環境デー実行委員会Ｐ３ 

２．記念講演「「都市格」のある住みよい大阪を」 

……………………………………宮本憲一氏（滋賀大学名誉教授・大阪市立大学名誉教授）Ｐ８ 

３. 3分科会の報告 

４. 特別報告（各分野の取り組みの状況と訴え）   

①関西建設アスベスト大阪訴訟・地裁判決の報告 

……………………………………谷智恵子氏・安原 邦博氏（弁護士、原告弁護団）Ｐ１３ 

②ＣＯＰ２１成果と課題……………………………………早川 光俊氏（弁護士、ＣＡＳＡ代表）Ｐ１７ 

③「ソラダス2016」への参加を 大阪府全域の二酸化窒素いっせい測定 

……………………………………西川榮一氏（神戸商船大学名誉教授 ソラダス委員長）Ｐ２０ 

５．全体討論 

６．府民へのアピール提案 

７．まとめと閉会の挨拶 ………………………………………金谷邦夫公害環境デー実行委員長 

 

●文書報告   

①石炭火力発電所をめぐる諸問題…………………上田敏幸氏（大阪公害患者の会連合会）Ｐ２５ 

②淀川左岸線２期事業と延伸部計画の問題点について」 

…………………………………高本東行氏（道路公害反対運動大阪連絡会副会長）Ｐ２９ 

③水ビジネスと水道………………………………植本眞司（近畿水問題合同研究会事務局長）Ｐ３２ 

④府立公衆衛生研究所と市立環境科学研究所の独立行政法人化の問題点 

……………………………奥村早代子氏（公衆衛生研究所の府立存続と発展をめざす会）Ｐ３５ 

⑤街づくりと自転車……………藤江徹氏（公益財団法人 公害地域再生センターあおぞら財団）Ｐ３８ 

 

●資料  声明など 

①原発再稼働問題（福井判決への声明、日印原子力協定への抗議） 

…………………菅義人（全大阪労働組合総連合事務局長・原発ゼロの会大阪事務局長Ｐ４１ 

②ＣＯＰ21・パリ協定と今後の課題……………………大阪から公害をなくす会地球環境委員会Ｐ４４ 



午前の分科会 

１月３０日（土）午前９時 30分から 12時まで 

 

■第１分科会「いま改めて福島原発被害を考える。 

県内避難者と、関西への避難者のお母さんに聞く」 

●会場 エルおおさか南館 5階ホール 

●運営要領  Ｐ４６ 

●話題提供 

①「福島原発事故を原因とする損害賠償請求訴訟の状況」 

………………………………白倉典武氏（弁護士 原発賠償関西訴訟弁護団）Ｐ４７ 

②「関西避難者と福島県内避難者からの話し」 

………………………福島原発避難者訴訟原告団事務局長 金井 直子さんＰ５０ 

…………………………原発賠償関西訴訟原告団代表  森松 明希子さんＰ５４ 

③「福島第一原発事故で起きた子どもの被害  甲状腺がんは多発？」 

…………………………………………金谷邦夫氏（医師、うえに生協診療所）Ｐ６２ 

■第 2分科会「TPPと食の安全」 

●会場 エルおおさか本館 ７階・７01号室  

●運営要領  Ｐ６８ 

●話題提供 

①ＴＰＰ「大筋合意」と日本の食と農…佐保 庚生氏（農民組合大阪府連副会長）Ｐ６９ 

②機能性食品とは何か 

…………中間 昭彦氏（大阪市立環境科学研究所調査研究課(企画グループ) Ｐ７２ 

■第３分科会「地震・津波・防災」 

●会場 エルおおさか 本館１０階研修室５ 

●運営要領  Ｐ７５ 

●話題提供 

○記念講演「南海トラフ巨大地震の概要と災害」 

…………………………………………………田結庄良昭氏（神戸大学名誉教授）Ｐ７６ 

○３分野のレポート…タイトルと報告者 

＊大阪府・市の津波対策の問題点………………………小山光治氏（府職労土木現場支部）Ｐ８０ 

＊どうなっている大阪の石油・コンビナート対策…中村毅氏（大阪から公害をなくす会）Ｐ８９ 

＊集中豪雨・大震災で地下街はどうなる………………山口毅氏（大阪自治体問題研究所）Ｐ９４ 

 



第４４回公害環境デー「基調報告」

～公害環境をめぐる情勢と課題～

第44回公害環境デー実行委員会

１．はじめに

・昨年は戦後70年で大きな岐路と言われる年でした。「戦争法」ともいわれる「平和安全保障法制関連法」

が9月に成立しました。憲法をないがしろにし、立憲主義・民主主義そのものを根本から破壊するもの

です。民主主義は、公害をなくし環境保全の運動を進める私たちにとってなくてはならないものです。

この法制に危惧する多くの市民共同の運動とともに、私たちの運動も進めていきましょう。

・「大阪都構想」は、昨年 5 月の住民投票で一度否決されましたが、昨年末の府知事・市長ダブル選挙で

「おおさか維新の会」が勝利し、「再挑戦」を明言しています。この狙いは、「大阪市を解体して、その

財政力の一部を大阪府に合体させ大型開発を狙う」流れで、中身はカジノ型開発、高速鉄道とさらには

リニア新幹線、高速道路建設など従来と同じです。「大阪都構想」は府民の生活と環境を破壊するもの

であり、断固反対します。

・府民の暮らしと健康、環境を守り、住みよい大阪を作るためには、先人の知恵と経験を学び、あるべき

大阪の姿をみんなで考え、府民に提案していく必要があるのではないでしょうか。今回の公害環境デ

ー・大阪府民集会はこういう状況の中で開かれます。そこで、今集会では宮本憲一先生に「『都市格』

のある 住みよい大阪」というテーマで記念講演をしていただきます。日本のことはもちろん、この大

阪の過去と現在と未来を語っていただきます。また、公害と環境問題の各分野の課題・運動の報告とし

て、原発避難者の賠償裁判、TPPと食品安全、地震・津波・防災、建設アスベスト判決、国連気候変動

枠組み条約第２１回締約国会議（COP21）、ソラダス2016などの重要なことも取りあげています。

・大阪府民は、かつて 70 年代公害反対運動などの力で革新府政を実現し、老人医療の無料制度や全国一

厳しい公害規制、公衆衛生行政の拡充など様々な要求を実現した経験があります。昨年の大阪市「住民

投票」では、思想信条の違いを超えた、広範な大阪市民の共同体制・運動を実現することができました。

今後この共同の力を強くできれば、大阪をよみがえらせることができるのではないでしょうか。

２．公害被害者の救済をめぐって

２．１．原発事故被害者・避難者救済問題

・東電福島第一原発の３．１１事故以来６年目を迎えます。国・行政の原発避難者への生活支援はこれま

でも不十分でしたが、住宅支援を切り捨てる方針を出したことは許しがたい動きです。

・福島県内・県外避難者の間で、避難条件の違いを利用した様々な軋轢がひき起こされています。避難者

との交流により、連帯した運動を構築し強化していくことが必要です。

・大阪府民も、福井県内の原発再稼働でもし過酷事故が起きれば、近畿1300万人の水瓶である琵琶湖汚

染をはじめ、近藤駿介氏（内閣府原子力委員長）作成の「最悪シナリオ」でいう強制移住の150ｋｍ圏

におり、放射能被害は甚大なものになることを広く伝えていく必要があります。（原発ゼロに向けた運

動については、後の5.4の項目に記載します）。

２．２．アスベスト被害問題

・関西建設アスベスト訴訟判決が大阪地裁で1月22日にでました。この評価については集会の中で担当

弁護士から報告を受けますが、国の責任を３度認めたことが重要です。全被害者を救済するために一刻

も早く国による救済基金の創設が必要です。

・泉南アスベスト問題では、2014 年最高裁判決（原告勝訴）がありました。1972 年（特定化学物質障害

予防規則が施行された）以後に石綿の仕事を始めた被害者や近隣ばく露・家族ばく露による被害者が救



済されていないなどの問題が残されており、被害者を全面救済させる必要があります。

・大阪のすべての地域で、アスベスト被害の実態を明らかにし、アスベスト使用の建築物などでの飛散対

策を徹底させていく必要があります。

・さらにＥＵのようにアスベスト全面除去の期限を決めて実施すべきです。また南海トラフ巨大地震が予

知されている中で、被災後の瓦礫に混じるアスベストは除去しておかなければなりません。

２．３．ノーモアミナマタ裁判

・2014年に行われた水俣病一斉大検診で447人の受診者のうち97％が水俣病症状と確認されました。公

害被害者の救済は、最後の１人まで救済されることが必要です。

・現在、「すべての水俣病被害者の救済」を掲げてノーモアミナマタ近畿第 2 次訴訟が提起され、大阪で

も大阪地裁に提訴し、すでに第３回口頭弁論が開かれました。近畿（一部愛知県含む）で100人（認定

地域外の方も）が水俣検診を受け、90％以上の方が水俣病と診断され、昨年１２月の第４陣提訴で新た

な原告は３１名、近畿原告団は合計８４名になりました。第４陣は特措法のいわゆる対象地域外が１７

名です。熊本・鹿児島から転居して、現在は大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、和歌山県、愛知県と岐

阜県に居住です。

２．４．ぜん息患者等の被害者救済問題

・大阪のように大気汚染のつづく地域のぜん息患者について、1988年に公害指定地域が解除されて以後、

新たな公害患者の認定がなくなりました。「医療費だけでも無料に」が未認定患者の切実な願いです。

・東京都の独自制度による認定患者は、2015 年3 月末で約96,754 人になり、未救済のぜん息患者への

医療費助成が重要であることが実証されました（この制度は 2015 年 4 月、18 歳以上の新規認定を打

ち切るなどの改悪がされました）。

・大阪でも、上記東京データやソラダス 2012 年健康アンケートなどから推算すると 6 万人前後の未救

済患者がいると思われます。ぜん息は公害病であることを認めさせ、未救済のぜん息患者への救済制度

を創設させる必要があります。

２．５．寝屋川「廃棄プラスチック処理」問題

・2004年、2度の8万名反対署名を無視して、北河内4市リサイクル施設組合と民間廃プラ再生品化工場

が操業開始され、排出有害ガスによるシックハウス症候群類似の健康被害が集団発生しました。

・寝屋川市、大阪府、裁判所、公害等調整委員会は住民の訴えに耳を傾けませんでしたが、昨年4月誕生

した寝屋川新市長は、4市施設組合の廃止、廃プラ焼却・ごみ発電（サーマルリサイクル）の方針を提

案し、「守る会」はこれを支持し、実現させるため頑張っています。また健康被害の住民を対象に毎月、

小松病院にて真鍋医師による廃プラ外来の診察が行われています。なお、廃プラ最終処分による環境汚

染の解決にはプラスチック量を減らすことが重要です。

２．６．その他

・泉大津なぎさ府営住宅団地での阪神湾岸線による騒音問題、河南町での山地開発での土砂運搬時の粉塵問

題など、まだまだ地域の公害問題が出ています。

・企業の製品による健康被害についても、化粧品による皮膚障害、ワクチン接種による被害なども大きな問

題です。

３．大阪の公害環境・公衆衛生行政

３．１．ＮＯ2やＰＭ2.5などの大気汚染対策

・大阪の大気汚染をめぐる状況は、1971年誕生の革新府政による種々の対策もあり、改善しつつあります。

しかし、ディーゼル排ガスなど移動発生源を主要因とするNOx、ＰＭ2.5などが依然として問題です。

・行政は NO2の環境基準 0.04ppm～0.06ppm というゾーン規定により、0.06ppm を下回れば“環境基準

を達成”と言っていますが、このレベルは健康を損なう汚染濃度です。環境基準（地方自治体において



は環境保全目標）は厳しく運用されるべきです。

・ＰＭ2.5（微小粒子状物質）については、SPM（浮遊粒子状物質）より細かく肺の深部まで到達し、ＷＨ

Ｏにより肺がんの原因物質としても認定されました。大阪の多くのところで環境基準の年平均値１５μ

ｇ／ｍ３が守られていません(２０１４年度では自排局１５局の内１３局が未達。一般局は３２局の内１

７局が未達。大阪市内でみると自排局、一般局併せて全測定局１３局で未達です)。分析体制もまだまだ

不十分であり、分析体制強化と同時に抜本的に対策を講じるべきです。

・大気汚染とぜん息などの因果関係を明らかにするために、行政として学校や医療機関の協力を得て疫学調

査を実施すること。3歳児検診で掌握した小児や、小児ぜん息医療費助成を受けた生徒の15歳以後の追

跡調査を行うことが必要です。昨年末に環境省が「環境保健サーベイランス調査」のデータ処理に誤り

が見つかり、大気汚染とぜん息発症に「関連性なし」を「関連性あり」に訂正しましたが、これを行政に

反映させることが必要です。

・ディーゼル車の排ガス規制を引き続き強化するとともに、ホットスポットと言われる局地対策を徹底する

とともに、大気汚染のない、公共交通機関を中心に据えたエコ型交通体系（都市部では自転車の利用を

含める）の方向を明確にすることが必要です。

３．２．公衛研と環科研の統廃合・独立行政法人化の問題

・大阪市の環境科学研究所（環科研）は大阪市域を対象にした公衆衛生と環境保全業務を担当にし、大阪府

の公衆衛生研究所（公衛研）は政令市と中核市とを除く大阪府域の公衆衛生を主に担当するとともに、

中核市では対応できない検査依頼も受けています。公衆衛生や環境保全は知事、政令市と中核市の市長

のそれぞれの責務です。府と市町村では重複しない責務や、地域特有の問題を抱えています。役割の違

いを無視して統合することは暴論です。

・さらに、公衆衛生部門の研究所は、公衆衛生の行政機関でもあります。独立行政法人化は、府と市が直接

する必要のない仕事と決めつけ、運営交付金削減という形で、健康危機管理対応能力の低下を招きます。

統合・独立行政法人化を撤回し、公立運営で機能強化と拡充をするべきです。

３．３．「食」の安全や保健所、水道事業、ゴミ処理問題など

・外食産業の食品異物混入や偽装表示など食の安全は依然として油断できない状況です。国と地方自治体が

民間委託化や検疫体制の弱体化をすすめてきたことも背景にあります。こういう中でさらに昨年４月よ

り食品の一部を「機能性食品」などと表示できるようにしましたが、消費者を一層混乱させ「食品の安

全性」確保が危うくなるだけではないでしょうか。

・ＴＰＰの強引な合意は、農業、食品規制、医療、雇用など多方面に影響し、生活の安全と経済を危機に陥

れる可能性が大です。

・保健所は、かつては大阪市各区に1カ所ありましたが、今では全市で1カ所に縮小されました。新たな感

染症、ぜん息患者増加、アスベスト被害増加などを考え、住民の安全・健康をバックアップするために

保健所の役割を見直し強化し、食品監視員も大幅に増強すべきです。

・大阪では水道事業の民営化が進められようとし、いくつかの自治体ではゴミ処理事業民営化、有料化が進

められています。水道事業は公衆衛生の面から重要な事業であり、災害時には交通機関とともに重要な

役割があります。ゴミ処理は無料を原則にすべきです。貴重なエネルギー資源、再生可能エネルギー資

源として積極的に活用する方途を行政として追求すべきものです。

３．４．道路問題

・「淀川左岸線」では、堤防破損の危険性がある「二期事業」、上町断層を真横に通る大深度トンネルという

危険性のある「延伸部」などが急速に進められ、住民側は十分な環境対策、安全対策できるかと疑問を

提示しています。

・「新名神高速道路」（八幡～箕面）は、2012年凍結が解除され、事業化が進められています。

・これらの道路建設を止めるまでには至っていませんが、粘り強い住民運動で、左岸線一期事業では道路フ



タ懸けや脱硝装置設置を実現させました。「中津リバーサイドコーポ環境守る会」では大阪市の「技術検

討委員会」議事録を全面公開させ、貴重な技術情報を入手するなどの成果も出ています。

・これらの道路については、南海トラフ巨大地震等で発生する津波・液状化現象等により、堤防崩壊の危険

性があり、その対策をすべきです。また、採算性も必要性も低い高速道路の建設を中止し、老朽化対策

や生活道路の点検・補修に予算を回すようにすべき。

４．地震・津波など防災問題

４．１．南海トラフ巨大地震などへの対策

・南海トラフ巨大地震は、仮に発生すれば、大阪においても何も対策をしなければ死者13万4000人の

被害が想定されています。Ｍ７－８クラスの南海トラフ地震は30年以内の発生確率が70％といわれ、

大阪の各自治体は、これら大地震や上町断層帯直下型地震への対策について明確にすること。特に大阪

湾隣接地域では、港・湾岸部の船・コンテナ・石油タンク対策、地盤の液状化、超高層ビル、巨大地下

街の水害予防、木造密集住宅対策、アスベスト除去対策等を明確にすべきです。

４．２．異常気象による集中豪雨や巨大台風対策

・集中豪雨、ゲリラ豪雨、巨大台風、竜巻などの異常気象が頻繁に発生し、鬼怒川堤防崩壊など各地に甚

大な被害を発生させています。気候変動・温暖化によって日本が亜熱帯化してきているといわれます。

・大阪では、局地的集中豪雨、神崎川、淀川、寝屋川、大和川などの河川対策を徹底すること。

・堤防の下にトンネルを造って高速道路を通す淀川左岸線・同延伸計画は、地震・津波、大洪水対策など

防災の面から徹底して見直すこと。

４．３．防災・避難計画問題

・異常気象・地震・津波などの災害や原発事故などへの備えとして、各自治体の総合的な避難計画が重要

です。①古い水道管・ガス管などインフラの耐震化・整備・更新すること、②各種の防災・避難計画を

住民にわかりやすくし、丁寧な説明と日常不断の訓練を実施すること。特に大阪地下鉄での避難方法・

対策を講じること、③災害発生時に対応出来る専門職を各自治体に配置すること。

５．気候変動・温暖化の防止、自然エネルギーの推進について

５．１．ＣＯＰ21の評価と今後の課題

・人類の生存が脅かされると予測される「産業革命前より平均気温上昇2℃以下」にするために、昨年１

２月のＣＯＰ２１の国際的な会合で、画期的な合意ができました。不十分な点はありますが、先進国、

途上国含めて文書が合意されたことは一歩前進です。

・しかし日本政府は削減目標について、「１３年比２６％削減（９０比１３％削減）」という低い目標で、

世界の足を引っ張りました。2009年に国連で公約した「2025年までに1990年比で25%、2050年まで

に80%削減」の目標に取り組むべきです。

５．２．温暖化対策の推進

・大阪のCO2排出量は、2015年8月発表で2013年度5,572 万トン（1990年度比5.2％増加、前年度と

比べ0.2％減少）。排出量の7４％は産業部門、運輸部門、民生(業務)部門です。

・CO2大量排出企業に削減を徹底させ、省エネ・低エネルギー社会の府民運動を強力にすすめるべきです。

既存の石炭・重油火力発電所などは廃止すべきです。

・石炭火力発電はガス火力発電の２倍以上のCO2を排出します。全国で４０数基、関西では兵庫県で3か

所、特に神戸製鋼所の２基１３０万ＫＷ発電所が増設されることは、看過できません。CO2を大量に発

生させ、水銀など有害化合物を含む排気ガスを都市の真ん中で排出し、風下側の西淀川など多くのぜん

息患者がいる大阪にも流れ込むといわれています。先進国の動きに逆行している、このような石炭火力

発電の新規建設に反対します。また、石炭火力発電の輸出も中止すべきです。



５．３．太陽光発電・風力発電などの再生エネルギーの推進

・原子力発電と石炭火力発電などをベースロード電源とするエネルギーミックスの方針は、すぐに撤廃し、

太陽光発電・風力発電・バイオエネルギーなどの再生エネルギーの開発・推進こそ力を入れるべきです。

また、その受け入れ・接続を拒むことは問題です。

・この４月から電力自由化が開始されますが、そのエネルギー構成の開示義務がなく、消費者・市民に明

瞭に再生エネルギー源の比率情報を積極的に開示させる必要があります。

５．４．最大の環境破壊、最悪の公害である、原発事故を再び起こさないために

・昨年、川内原発が再稼働され、一昨日関電高浜3号機が再稼働されました。さらに四国電力伊方、関西

電力大飯他、多くの原発が再稼働へ強行されようとしています。東電福島原発の事故原因も解明されず、

ベント不備や避難計画不十分なままでの再稼働は止めさせる必要があります。福島第１原発のような過

酷事故は、この日本で二度と発生させてはなりません。

・また、核拡散・核兵器につながる恐れのあるインドなどへの原発輸出はもちろん、外国への原発輸出は

絶対に認めることはできません。

・さらにすでに一兆円を超える費用をつぎ込みながら展望の見えない高速増殖炉「もんじゅ」にこだわっ

ていることも中止すべきです

・原発の放射性廃棄物(＝核のゴミ)は処理方法がなく、何万年も管理が必要で、後世への“負の遺産”で

す。核兵器の原材料に転用できるプルトニウムも生成します。地震国・火山国の日本、さらに被爆国であ

る日本での原発は廃炉・撤去が必要です。

・大阪の各自治体も原発の再稼働に反対すべきです。特に大阪市は筆頭株主として、関西電力に原発再稼

働の中止を本腰入れて求めるべきです。

おわりに

冒頭でも述べたように、昨年は「戦後 70 年」の節目の年に当たり、戦争は人の命を大量に奪うとともに

“最大の環境破壊”となるものであり、二度と起こしてはならないことです。安保法制を廃棄させるととも

に、原発の再稼働をゆるさないことが必要です。どの世論調査をみても国民の願いは安倍政権の進む道とは

全く逆です。粘り強く住民運動、府民運動を大きく発展させましょう。



記念講演 

「都市格」のある住みよい大阪を 
宮本憲一（滋賀大学名誉教授・大阪市立大学名誉教授） 

 

 いま日本は戦後史上最大の政治危機にある。安倍内閣の安保法制の強行制定、沖縄

の辺野古基地問題、TPPなど戦後民主主義を崩壊に陥れる政策が進んでいる。これを

足元の大阪で支えているのが、おおさか維新の会である。おおさか維新の会は自民党

の憲法改訂に協同しようとしているが、その手始めに憲法の民主主義の根幹である

「地方自治の本旨」を否定しようとしている。歴史的に形成された自治体としての大

阪市の廃止と広域官僚行政体としての大阪都構想は市町村合併に続く地方の統治機

構の改悪である。住民投票で否定された大阪都構想を再登場させること自体が地方自

治の本旨に反する。大阪市民はダブル選挙で日本の民主主義の岐路に踏み出す誤りを

犯した。この誤りはかなり多くの大阪府民が大阪の歴史の教訓を知らず、学ばず、大

阪市を愛していなかったためである。今日は短い時間で歴史の教訓を十分に語ること

はできないが、大阪の住民運動と府・市の政策が全国に影響を与えた教訓を環境問題

に重点を置いて語ってみたい。 

 

1． 關一と「住み心地よき都市（アメニティのある町）」 

 

 近代化と民主化が進み始めた大正の終わりから昭和の初め、大阪市は日本の都市政

策の先端を走っていた。当時東京高商教授から大阪市の助役となり、次いで市長とな

り、近代大阪市の骨格を作ったのが關一である。彼は日本を代表する経済政策論・社

会政策論の研究者であったが、市政を担当した 20年の間に都市政策の基本を作った。

彼の主な業績は次のようであった。 

（１）産業基盤社会資本の建設（港湾・道路・橋梁・市電・地下鉄・電燈など） 

（２）労働者・市民の住宅・生活環境（市場・託児所・病院・中之島公園など） 

（３）教育・文化（大阪商科大学・大阪都市協会・図書館など） 

（４）公害防止・環境（大阪衛生試験所・街路樹・緑化・大阪城） 

 市民参加はなく、行政中心であったが、市民からは「關さん」と親しく呼ばれ、葬

儀には 8万人が参列するほど慕われた。彼は「一の小道にも理想が貫かれねばならな

い」という哲学を持ち、「上を向いて煙突の数を数えるだけではだめだ、下を向いて労

働者の生活を見よ」という都市社会政策論を作り実行した。彼は市政の目標はその後

の都市政策の理想となる「住み心地よき都市」といっている。「都市格」という理念は

彼が都市政策の科学化のためにつくった大阪都市協会の創立記念日に中川大阪府知

事と彼の都市政策の共同者であった岡実が今後の大阪市の目標として述べたもので

ある。中川は産業だけでなく図書館などの文化の充実によって都市格を挙げよといっ



た。岡実は大阪は天子のいる権力の「都」でなく人権を確立した市民の自由都市であ

れといった演説をした。私はこの 2 人の演説から、「都市格」こそ大阪が目指すべき

目標とした。まさに大阪は権力のみやこの東京と違う自由な市民の自治・文化都市を

理想とすべきで、關一はそのことを実行した。また当時の大阪の財界人も關を支える

自由主義者がいた。たとえば宇治電（のちの関電）社長林安繁などは昭和 10 年にナ

チスの真似をした政府の統制経済を厳しく批判している。 

 この日本をリードした大阪の都市政治・経済・文化は戦争中の統制経済と戦後の占

領行政に次ぐ中央集権的な行政と大企業の集積経済に従属して相対的に衰退する。 

 

２．革新自治体と公害裁判 

 

 一人あたりの国民所得が世界で 27 位でとなった今日、短期間にアメリカに次ぐ第

2位となった高度成長を懐かしみ賛美する声が大きい。しかしこの高度成長の政治経

済構造が、世界を震撼させた公害を生み出した。1960 年代の大阪は今の中国の大都

市よりも深刻な公害に覆われた。日本は欧米の研究者から近代化に伴うあらゆる公害

が発生する「公害先進国」といわれた。企業は安全の投資を節約し、政府・自治体は

高度成長政策に走って公害対策を行っていなかった。大学には公害・環境の研究機関

は公衆衛生部門以外になく、多くの研究者は高度成長に協力し、公害の研究者はほと

んどいなかった。庄司光さんと私が、1964年に出版した『恐るべき公害』（岩波新書）

が最初の公害の啓蒙書であった。この暗闇の状態を破ったのは住民の人権を守る公害

反対の世論と運動であった。1963～4年の有名な静岡県の三島・沼津・清水の石油コ

ンビナート反対運動が日本最初の環境アセスメントをして、政府の対策の不備を明ら

かにして勝利を収めたことが、市民運動を全国的に広げることとなった。欧米の研究

者は日本の公害・環境政策は下からの住民の運動によって形成されたと評価している。 

 この市民の公害反対の世論と運動は 2つの道を通じて、公害対策を前進させた。ひ

とつは市民の世論と運動を基底にして、労働運動と社共の革新政党が共同して、自民

党政権に反対する革新自治体を作り、厳しい公害対策と被害者の救済をさせる政策を

とらせたことである。東京の美濃部都政は企業に最高の公害対策を義務付ける条例を

作って規制を強化した。この革新自治体の公害対策とそれを支持する国民の世論の圧

力に屈して、1970 年 12 月政府は公害国会を開いて 14 の環境法を制定し、翌 71 年

環境庁を発足した。これによって、初めて公害行政は軌道に乗った。 

 他方企業の力が強く公害反対の世論や運動の弱いところでは、被害救済の最後の手

段として、公害裁判が始まった。これまでの公害の民事的救済は財産権の侵害を対象

としていた。健康障害については病理学・工学的な個別の被害原因の立証が必要であ

り、複数の企業の原因物質で、集団的な被害をどのように救済するかは新しい課題で

あった。このため若い弁護士や研究者の努力で、疫学による被害の認定・共同不法行

為・立地の過失などの新しい法理が作られ、企業に最高の公害防止義務を請求した。

世論の圧力もあって、2つの水俣病、イタイイタイ病、四日市公害の四大公害裁判は



すべて原告の勝訴に終わった。公害裁判の進行に恐れをなした財界の妥協もあって、

1974 年世界最初の公害健康被害補償法ができた。これは欠陥もあったが、行政によ

る救済の道を開き、特に大気汚染患者の救済を進めた。 

 

３． 大阪の住民運動と黒田府政・西淀川公害裁判など 

 

 高度成長期の大阪府と財界は東京圏に追い付き追い越すために素材供給の重化学

工業が必要と考えて、環境の良い関西随一の海水浴場や住宅・保養地のある堺・泉北

地域 2000haを埋め立て、新日鉄、関西電力、三井系石油化学など約 600の工場のコ

ンビナートを誘致した。このコンビナートは大阪の工業全体の 50％にあたる大気汚

染物を排出し、これまでの公害に新しい公害を追加した。しかし経済的な寄与度は

10％以下で、大阪の地域経済に寄与することは小さかった。府は四日市と違って、こ

のコンビナートには公害はないといっていた。堺から公害をなくす市民の会や科学者

会議が 1970年 3月、地元の町内会の協力で行った大気汚染による疾患の調査で、40

歳以上 16％に達する慢性気管支炎などの症状が見つかり、あわてた府の追跡調査で

も大気汚染の公害が発生していることが確認された。 

 大阪府はさらにコンビナートを拡張しようとしていたが、大阪石油化学の事故など

が次々と発生し、公害反対の世論は広がり、堺市議会・高石市議会はコンビナート拡

張に反対の決議をし、高石の議員は大阪府議会に座り込んだ。堺商工会議所はかねて

コンビナートが地元の企業にはプラスにならず、公害の被害を受けていることを批判

し、吉田久博会頭は公害反対の立場から府の拡張計画の再検討を求める声明を出した。

1970年万博が開催され、その成功を誇示した左藤義詮知事が 1971 年再選のために立

候補した。これに対して公害反対を掲げた憲法学者大阪市大教授黒田了一が社共と市

民団体の支持で立候補した。万博の成果が大きいとしたマスコミの予想を覆して公害

反対の黒田知事が誕生した。 

 約 20 年の革新自治体の時代の真ん中の 8 年間の黒田府政は環境・福祉・地方自治

の面で成果を上げた。とくに全国に大きな影響を与えた行政は 2つある。一つは大阪

湾のその後の公害企業の立地を止め、先駆的な科学的環境行政を進めたことである。

府は公害を基本的に解決するために主要企業の排出汚染物を徹底的に調べ、環境基準

が達成できるための汚染総量から各企業の寄与度を決め、規制目標を明示した。それ

が「大阪環境管理計画」（BIGPLAN、1973 年）である。これはおそらく当時の環境

管理計画では世界のトップクラスの規制計画であり、総量規制を初めて実現し、他の

地域の模範となった。また公害対策課の中にアスベストの対策係を置いた。この先駆

的な行政は残念ながら環境庁がアスベスト対策に 1985 年まで全く動かなかったので、

この係りも十分な調査はできず、継続しなかった。 

 もう一つは文化行政である。これまで文化行政組織は教育委員会にあり、教育行政

の片隅に置かれていた。黒田府政は文化の向上を行政の最高目的に置き、行政として

独立させた。これを立案するにあたって、梅棹忠夫、司馬遼太郎などが協力して、「下



司の文化」に陥り都市格を失った大阪を再生する出発点を作ろうとした。この行政の

最終目的は文化にあるという提案は高度成長で非文化的な社会を変えたいという世

論に乗って広がり、文化庁を動かし、神奈川県長洲知事はあらゆる行政に文化の香り

がいると提唱した。全国で文化行政が花盛りとなったが、90年代後半に衰退し、橋下

徹の手で、この遺産は破壊された。 

 1975年以降高度成長が終わると、企業と政府は環境政策を後退させた。NO2の基

準を三倍緩め、水俣病の患者切り捨てが始まり、大阪空港公害裁判の大阪高裁の差し

止め判決を最高裁が否定した。さらに 80 年代に入り経済のグローバリゼイションが

進むと、新自由主義の規制緩和、民営化、小さな政府の政策が進み、1988年公健法の

第 1種大気汚染患者の新規認定が打ち切られた。 

この環境政策の全面後退に抗して、最も重要な役割を果たしたのは西淀川の住民運

動であり、公害裁判闘争である。西淀川公害裁判は大阪湾岸の広域の環境汚染を告発

し、さらに道路公害を含め、損害賠償だけでなく、差し止めを求めた画期的なもので

あった。同時に西淀川の公害反対住民運動は全国の被害者組織の結成を進め、対政府

闘争の先頭に立った。これまでの公害裁判が弁護士を中心にしていたのに対し、西淀

川公害裁判は被害者を中心に、消費者運動や労働運動など地域の住民運動を総合する

新しいタイプの運動であった。これは川崎、名古屋南部、尼崎の裁判闘争の原型を開

いた。これらの裁判はのちの東京の裁判を含めてすべて勝利和解をかちとった。とく

に西淀川裁判で、損害賠償だけでなく環境再生の道を開いたことが画期的なことであ

った。つまり、もう二度と公害を出さないような環境を作るという未来の青空の地域

を再生する公共性のある被害者の運動が踏み出されたのである。この住民運動として

の公害裁判闘争の伝統は受け継がれ、2014年 10月泉南石綿災害最高裁判決で、国の

責任を認める画期的な判決を勝ち取ることになった。 

 80 年代には公害から環境へ住民運動が展開したが、その中で全国の環境運動をリ

ードしたのは、1979 年結成された日本環境会議の地域版の大阪都市環境会議（大阪

をあんじょうする会）である。これは中之島を守る会―中之島祭りと共同して、水都

再生、中之島の景観改善、公会堂の保存をはじめ、ガス爆発の都市災害の防止、都心

の盛り場の復活などを掲げ、都市政策の学習会を重ねて若い街づくりの活動家を育て

た。80年代には市政に対し大きな社会的影響を持った。さらにあんじょうする会の提

唱で全国の水郷水都会議、小樽運河の保全、琵琶湖保全などの運動を創ることに寄与

した。残念なことに 21世紀に入って、このあんじょうする会の運動は中断した。 

 これまでの府・市の政策はすべて東京の後追いをして失敗し、卑近な独自性を出そ

うとして下司の文化を作ってきた。大阪の経済・文化の独自性を生かして内発的な発

展によって、「都市格」を回復したいという願望は良心的な経済人をも動かし、大阪ガ

スの社長大西正文は 1992 年大阪商工会議所会頭に就任するときに、私のところに相

談に来て、今後の大阪商工会議所の基本理念を「都市格」の向上に置きたいとされた。

残念ながらこの政策は受け継がれていない。 

 



４． 大阪の住民運動の再生を 

 

 これからの大阪の政治は府民の世論や運動にかかっている。その目指すべき方向は

歴史の教訓に学ぶことであろう。公害を克服できたのは人権を守るための住民の世論

と運動であり、それは憲法の地方自治と三権分立という民主主義を最大限に生かした

政策の成果である。現代の「都市格」は憲法を都市生活に生かすことである。 

 違憲の安保法制を制定し、憲法を改悪しようとする安倍内閣を退陣させなければな

らない。そのお先棒を担ごうとしているおおさか維新の会の力を阻止しなければなら

ないだろう。大阪都構想を修正する副首都構想はこれまでの東京後追い政策の失敗の

総仕上げのような最悪の都市政策である。なぜ大阪がセカンド東京にならねばならな

いのか。中央政府の下請け地域は都市とは言えない。 

それは自治体ではない。副首都にこだわって、中央政権に尻尾を振って、政府機能の

支店を作る制度作りに専念しては大阪の都市格はますます他の大都市に劣っていく

ことになろう。 

 いま戦争法制に反対し、原発の再開を止め再生エネルギーを開発し、TPPのような

新自由主義の政策に反対する世論や運動が大きくなっている。革新自治体の時代と労

働組合の社会運動としての力は弱くなっているが、自由な市民や学生の個性のある運

動が始まっている。真面目な経済人や第 9条は保持したいという保守的な階層を含め

て、環境や文化の住民運動がこの新しい動きと共同し、憲法を守る自治体を創る潮流

が進むことを期待したい。 
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 ―講師の紹介―  宮本 憲一 大阪市立大学名誉教授、滋賀大学名誉教授 

１９３０年、当時植民地であった台北（タイペイ）で誕生。１５歳の時、猛勉強の末入学し

た「海軍兵学校」で終戦。戦争の惨状を広島駅で体験され、「戦争こそ最大の環境破壊」を原点

とされました。その後、研究者の道を進まれ、金沢大学・大阪市立大学・立命館大学で教授を

経て、滋賀大学学長を歴任され、自ら問題の現場に立ち調査・研究・提言をされるだけではな

く、多くの学者・研究者を育てられました。私たち、公害・環境問題では、常に苦しい公害患

者さんの現場に立ち、問題の本質を解明し、環境改善や予防対策の提言、何よりも汚染者・加

害者へは厳しい批判を投げかけられ、環境保全運動を激励して頂きました。 



特別報告１ 

関西建設アスベスト大阪訴訟・地裁判決の報告  
                                                

 関西建設アスベスト大阪訴訟原告団・弁護団  

■大阪地裁判決の位置づけ  

 本年１月２２日（金）、関西建設アスベスト大阪訴訟の判決が言い渡されました。本判決は、

全国３高裁５地裁で闘われる建設アスベスト訴訟において、横浜地裁、東京地裁、福岡地裁

に続く４つ目の地裁判決です。  

   

全国の建設アスベスト訴訟の現状  

 
  

■判決の内容 

１ 国に対する請求  

  以下の点について国の違法が認められました。  

①昭和５０年～平成１８年の間、防じんマスク

を労働者に着用させることを事業主に義務づ

けなかった点  

② 昭和５０年～平成１８年の間、建材企業に

石綿の有害性などの警告表示を行うことを

義務付けなかった点、現場に警告表示の掲

示を行うことを事業主に義務付けなかった

点  

 

これまで の判

決の到達点  

対国  

対企業  
労働者（違法時期）  一人親方  

横浜地裁  ×  ×  ×  

東京地裁  ○（S56 年～）  ×  ×  

福岡地裁  ○（S50 年～）  ×  ×  

大阪地裁  
○（S50 年～）  

   （H7 年～）  
×  ×   



③ 平成７年～平成１６年の間、クロシドラト（青石綿）、アモサイト（茶石綿）だけで

なく、クリソタイル（白石綿）の製造使用を禁止しなかった点  

 【前進した点】   

  ①の防じんマスクと②の警告表示について、違法を認める時期が広がった東京地裁は、

昭和５６年～、福岡地裁は、昭和５０年～平成７年に対し、大阪判決は、昭和５０

年～平成１８年の違法を認め、長期間にわたる国の違法を認めました。  

  ③の製造禁止を初めて認めた  

   全国で初めて製造禁止の主張が認められました。  

【認められなかった点】  

  これまでの３判決と同様「一人親方」の救済は、今回も認められませんでした。  

   判決の挙げる理由は、「労働安全衛生法、建築基準法、労災保険法といった各法律は、

いずれも法律の目的からして一人親方、個人事業主を保護対象としていない」という

ことに尽きます。これまでの判決と同じであり、建築現場の実態からかけ離れた不当

な判断です。  

２ 企業に対する請求  【判決の結論】  

   今回も、建設現場でどの建材が使われたのか特定できないとして、企業に対する請求は、

認められませんでした。  

   判決は、原告が実際に使用した建材の製造時期、場所、販売時期、内容を特定していな

いなどを理由として挙げていますが、これは不可能を強いるものです。  

全体として、「結論ありき」の判断であり、説得力のある判決ではありません。  

 【判決から言えること】  

  国の違法性に関する判断は、企業が、石綿建材を製造販売するにあたり、適切な警告

表示を行わなかったこと、白石綿（クリソタイル）の危険性が明らかになり、建設現場で

は管理使用ができないにもかかわらず、平成７年以降も製造販売を続けたことを当然の前

提としています。従って、判決の内容からすれば、建材企業の違法行為を認めていること

は明らかです。     

■本判決の意義、今後の裁判  

大阪判決をもって、東京判決、福岡判決に続き、３度国の責任が認められました。今回

の判決で国の責任を認める司法判断の流れはゆるぎないものになりました。本判決の意義

は次の３点に集約されます。  

１．国が規制権限を怠った違法期間が、昭和５０年から平成１８年までの３１年間という

非常に長期にわたって認定されたこと２．国の根本的な施策（石綿の製造使用禁止）の

違法が認定されたこと  

２．企業責任は認められなかったものの、企業の違法行為を当然の前提として認めている

こと以上からすれば、本判決は、今後、国が率先して救済基金を創設するよう訴えていく

にあたり、大きな力となるものです。  

３．しかし、過去２つの判決から前進した面もありますが、最大の課題である「一人親

方の救済」「企業責任の追及」が認められず、到底納得できるものではありません。控訴

期限は２月５日です。控訴を行い、全面解決に向けて、被害者全員が救済されるまで闘

います。  



        



 



特別報告２  COP21合意、日本の評価と今後の問題 

                       早川光俊（CASA代表） 



 



 



特別報告３     ソラダス 2016について  

西川榮一（神戸商船大学名誉教授 ソラダス委員長） 

 



 



 



 



 



文書報告① 

石炭火力発電所をめぐる諸問題 

上田敏幸（大阪公害患者の会連合会） 

  

①大気汚染をなくす②被害者の救済③公害のないまちづくり—公害患者会が長年追

い続けている課題です。私たちが最近力を入れているのが、神戸製鋼所が計画してい

る石炭火力発電所建設計画の再考を求める活動です。 

増えるぜん息患者 

 大気汚染による公害認定患者は全国で 3 万 7000 人、阪神間では 1 万 4,000 人（い

ずれも 2014 年 3 月末））います。患者たちは高齢化が進み重症化する人も多く見ら

れます。一方、学校保健統計（文部科学省）によると、近年、減少傾向が見られるも

のの 1980 年～2014 年までの 24 年間で見ると、幼稚園から高校生までの子どものぜ

ん息が 3～4 倍、中でも中高校生の増加率が際立っています。ぜん息子どもは 50 万人

を超えると推計されています。（グラフ下） 

 

増える子どものぜん息（1985年〜2014年） 

 

文部科学省：学校保健統計より作表 

NO2そして PM2.5 

 原因の一つが、二酸化窒素（NO2）などによる大気汚染。阪神間のすべての測定局が

NO2 の環境基準を達成したのは、1978 年の基準緩和から 31 年後の 2009 年でした。
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その後は減少傾向にあるものの局地的な高濃度汚染は依然として続いています。 

 最近では、中国からの越境汚染でにわかに脚光を浴びるようになった PM2.5による

汚染がこれに加わり、阪神間の自動車排出ガス測定局（大阪：５、兵庫：15）のすべ

てで、国の環境基準を上回る汚染が続いています。（2015年） 

 大気汚染公害裁判の和解で平成 17 年度（2005 年）から測定している西淀川区（国

道 2号、43号）の経年変化（資料）を見ると、越境汚染の影響というより自動車排ガ

ス等による高濃度汚染が続いていることがわかります。 

CO2・水銀・NO2・PM2.5 

 現在進行形で続く深刻な大気汚染。化石燃料の中で最も多くの温室効果ガス（CO

２）と二酸化窒素、水銀、PM2.5 などの大気汚染物質を大量かつ長期に排出する石炭

火力発電所を全国で 48 基も新増設する計画が明らかになりました。 

 なかでも、西淀川公害裁判の被告企業である神戸製鋼所の発電所は 65 万 kw２基

で 130万 kW。既設のものと合わせると 270万 kWにもなります。 

 40 年以上も温室効果ガス（CO２）と二酸化窒素、水銀、PM2.5 などの大気汚染物質

を吐き出し続ける石炭火力発電所の建設を認めることは、子や孫の世代に「負の遺産」

を押し付けることになり、到底認める訳にはいきません。 

人口密集地で大気汚染が悪化？ 

 しかも阪神間の人口密集地に「公害の元凶」を増設することは、公害患者にとって

は症状増悪の危険性が増し、多くの市民には大気汚染による健康被害発生のリスクを

高めることになります。また阪神間は、国と自治体が法や条例で何重もの大気汚染対

策を実行している地域であり、近年改善の傾向が見られる大気汚染を悪化させること

があってはなりません。 

「石炭」にこだわるエネルギー政策 

 こうした動きの背景に日本のエネルギー政策があります。安倍内閣の原発の再稼動

を前提とした経済優先政策によって歪められ、長期エネルギー需給見通し（案）では

2030 年度の電源構成を、原発 22〜20％、石炭 26％、LNG27%、再生可能エネルギ

ー22〜24％、石油 3％としています。あの福島原発事故を体験したにもかかわらず、

原発の廃止を求める世論にも逆行、地球温暖化対策にも背を向けたものとなっていま

す。 

 COP21 では、多くの国が石炭火力からの脱却を目指しているにもかかわらず、日

本の目標の低さと石炭火力と原発の輸出にこだわる姿勢に大きな批判が寄せられま

した。 

石炭火力をめぐる２つの危険 

 石炭火力発電の建設については、大規模発電所と小規模火力（とくに 11 万 2500 万

kw 以下）の２つの大きな問題があります。 



 今年４月から始まる電力の自由化を受けて、原材料が“安い”という事だけでこれ

まで発電事業にかかわってこなかった企業や商社が儲けの種にしようと参入しよう

としています。 

 小規模火力発電所が環境アセスメントの規制対象となる 11 万 2500 万 kw 以下に

している事、しかも環境に係る条例のない自治体を狙い撃ちにして建設しようとして

いることです。これには環境省も危機感を抱き、小規模火力問題の審議会を立ち上げ、

何とか規制しようとしています。 

 大規模火力発電については、発電事業者が燃料を石油から石炭に転換するなど、新

たな建設計画を次々と申請。アセス制度の「抜け穴」を使った燃料転換や既設の発電

施設のリプレイスもあいついでいます。 

「是認できない」と環境大臣、「アセスから外せ」と経済界 

 こうした事態に対し環境省は、「石炭火力は是認できない」との大臣意見を５回続

けて出すなど、大気環境の悪化、温暖化ガスの増加を防ごうとしていますが、発電事

業の許認可権は経済産業省であり、財界や電気事業者たちの「発電事業を温暖化ガス

排出規制の対象から外せ」や「許認可の申請をもっと簡素化せよ」など国民の命と健

康よりも経済優先の声に押し切られる危険性が強まっています。 

◇ 

 私たち公害患者は「手渡したいのは青い空」を合言葉に、大気汚染をなくし、公害

のないまちを子や孫たちに届けるために活動をしてきました。自らと次世代を担う子

どもたちの未来のために、神戸製鋼所に対する話し合いを粘り強く求めてゆきます。 

   



＜資料＞ 

大阪・西淀川における PM2.5（経年変化） 
 微小粒子状物質は粒径がより小さくなることから、肺の奥深くまで入り込みやすく、肺が

んやアレルギー性ぜんそくなど健康に与える影響が大きいとされ、危険性が指摘されている。 

 

 西淀川大気汚染裁判における和解条項（H10.7）で、その測定と環境対策が明記されており、

2004 年度より国道２号新佃公園前局、国道４３号大和田西交差点局において測定器がスター

ト、2007 年４月より歌島橋交差点局での測定が始まっている。 

 米国では 1997 年に環境基準を設定、欧州連合でも規制に動いている。 

 環境省は、微小粒子状物質に係る環境基準について、2009 年 9 月 9 日付けで告示を行った

（1 年平均値が 15μg／m3 以下であり、かつ、1 日平均値が 35μg／m3 以下であること）。 

 

表 西淀川区における PM2.5測定結果 

  年平均値（μg/m3） 24 時間値（μg/m3、2%除外値） 調査 

実施

主体 

  2005 

年度 

2006 

年度 

2007 

年度 

2008 

年度 

2009 

年度 

2010

年度 

2011

年度 

2012

年度 

2013 

年度 

2014 

年度 

2005 

年度 

2006 

年度 

2007 

年度 

2008 

年度 

2009 

年度 

2010

年度 

2011

年度 

2012

年度 

2013 

年度 

2014 

年度 

① 
大和田西交差点

（国道 43 号） 
28.7 26.7 25.1 23.1 21.4 21.8 21.1 22.7  23.5 17.4 56.0 57.2 58.8 46.4 44.3 53.6 45.8 49.0 52.3 40.0 

国土 

交通

省 

② 
歌島橋交差点 

（国道 2 号） 
－ － 29.6 26.0 24.9 27.1 21.5 21.6  23.5 18.6 － － 67.9 48.1 47.9 62.1 44.3 48.0 58.6 43.4 

③ 
新佃公園前 

（国道 2 号）※3 
26.1 25.6 23.5 20.7 20.9 21.2 21.2 23.7  18.5 18.6 56.7 58.0 65.5 43.1 43.9 49.8 41.7 52.4 40.0 41.5 

④ 
出来島小学校 

（国道 43 号） 
23.8 22.5 20.4 19.1 17.6 16.3 18.4 17.3 18.3 17.3 48.9 50.2 49.8 38.5 39.7 40.4 41.3 40.6 42.1 38.3 

大阪

市 

基
準 

日本(環境基準)※１ 15  35  － 

米国（環境基準）※2 12  35  － 

WHO（ガイドライン） 10  25  － 

※注） 

1）微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について（平成 21年 9月 9日 環告 33） 

・濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認め

られる自動測定機による方法により測定した場合における測定値。 

２）アメリカの環境保護庁（EPA）による環境基準値（１９９７年設定／２０１３年改訂） 

・年平均値：年間の算術平均の３年平均値が超えないこと 

・２４時間値：２４時間値の年間 98パーセントタイル値の３年平均値が超えないこと 

・アメリカ合衆国の年平均値は、２０１３年３月に１５μｇ／㎥から１２μｇ／㎥に変更（厳格化）された。 

３）大和田西交差点は 2014 年 2 月 4 日 19 時より、歌島橋交差点は 2014 年 2 月 5 日 16 時より、新佃公

園前は 2013年 3月 19日 14時より、環境省測定マニュアル（第６版）に則って測定されている。 

 

 



文書報告２ 

「淀川左岸線２期事業と延伸部計画の問題点について」 

       髙本東行（道路公害反対運動大阪連絡会議） 

 

１、「大阪都市再生環状道路」と淀川左岸線計画 

  関西財界と国、大阪府・市が推進する「大阪都市 

再生環状道路は大阪市を取り巻く、周囲６０ｋｍの 

環状道路です。 

湾岸線と近畿自動車道（門真ＪＣＴ）を結ぶ「淀 

川左岸線事業」では１期事業（此花区島屋～福島区 

大開）が２０１３年５月に供用が開始されました。 

二期事業（福島区大開～北区豊崎まで４．３ｋｍ 

）は平成８年の都市計画決定からすでに２０年が経 

過していますが未だに計画概要が確定していませ

ん。その理由は、阪神 

高速道路公団の民営化にともない、この道路事業 

が不採算事業とされ、国と大阪市が事業主体となって事業を進めることになったことや、この

間の阪神淡路大震災や東日本大震災の経験から「淀川堤防」に道路を埋め込むことの危険性が明

らかになってきたからです。 

 

２、淀川左岸線２期事業の問題点 

平成２３年に有識者で構成された「左岸線２期 

技術検討委員会」は約４年間のべ６回にわたって

この計画の問題点を検討してきましたが未だ結論

は出されていません。公表されている委員会の要

旨の中にも道路と堤防との一体化によって淀川堤

防の安全性が極めて重大な事態になるといわれて

います。 

淀川堤防の地質は砂層や軟弱な粘土層でつくられていることから堤防に異物（コンクリートの

高速道路）を埋め込むことによって「圧密による地盤変形」がおこり、堤防崩壊の原因になると

ことが指摘されています。 

また、集中豪雨や巨大地震によ 

って発生する液状化によって大位規 

模な堤防の亀裂・崩壊、地 

盤沈下や越流、洪水がこの事業にも 

起こることが予測されます。阪神淡 

路大震災では此花区酉島の淀川左岸 

左岸線二期計画の予想図 

地震時の被害想定イメージ図（完成時） 

堤体の沈下 段差・ひび割れ・変形・沈下 

液状化 



が液状化によって９ｋｍにわたって沈下、崩壊しましたが二期事業でも液状化が発生することは

大阪市も認めていることです。ひとたび淀川堤防が崩壊すれば大阪市の大半が水中に没し、人命

に重大な被害を起こすことは明らかであり、この道路計画はそのような危険性をはらんだ事業で

す。 

  そのほか、一日約５万台の自動者の排気 ガスは 海老江と豊崎の二ヶ所の換気所から集中

して排出され、深刻な大気汚染が広がることが憂慮されます。一期事業で設置された「脱硝装

置」を二期事業でも設置することを強く求めます。 

                     この事業への大阪市のスタンスは「まず道路建設 

                     ありき」であり、堤防の安全性を定めた河川法令 

の遵守に背を向け、法令事項を「特別解釈」して

事 

を進めることは決して許されことではありません。 

大阪市はこの事業計画について厳しい見直しを 

                     おこない事業の延期、及び中止の決断をすべきと 

考えます。 

 

 

３、左岸線延伸部計画の問題点 

左岸線延伸部は２期事業の北区豊崎から第二京阪道路（門真）までを結ぶ約１０ｋｍの高速

道路です。この道路の特徴はそのほとんどが地下トンネルを走り、特に中間地点は地下７０ｍ

という大深度地下を利用した道路になります。 

  この延伸部の「大深度トンネル」は 

「上町断層帯」を横切るルートであり、 

直下型地震発生時にはトンネル崩壊の 

危険性も考えられます。また、巨大地 

震発生時に予想される液状化によって 

堤防が崩壊し淀川の氾濫によるトンネ 

ル内へ浸水は重大被害を発生させます。 

トンネル内の車両事故や火事故発生 

時の対策については、地下７０ｍから 

の徒歩による避難は極めて危険性を伴 

うものです。発表されている通報・警 

報設備、消火体制・避難誘導設備などの計画内容には 

批判が広がっています。 

また、大深度地下の利用については上部の土地・家屋 

所有者の許可を必要としないとされています。しかし、 

資産価値の低下や工事中の振動、地盤沈下、水脈の切断 

等により、想定外の影響が発生すると考えられます。 

 左岸線二期計画の予算は約１０００億円、延伸部計画 

左岸線延伸部の概要 

延伸部は地下７０ｍ 

２０１３年８月 集中豪雨で増水する淀川下流 



は３５００億円～４０００億円と言われていますがこの 

予算も大きく膨らむことが予測されます。将来の人口減 

少、経済の低成長、交通量の減少、渋滞の緩和、車の所 

有台数減少などを考えたとき、果たしてこのような高速 

道路をつくることが本当に必要でしょうか。 

大阪府・市、阪神高速は計画すべてを情報公開し、住 

民の意見に耳を傾けて計画の延期、中止を行うべきです。  

トンネル内での火災事故と避難問題 

上町断層帯地震の想定震度分布（大阪市内） 



文書報告３ 

水ビジネスと水道 

 植本眞司（近畿水問題合同研究会事務局長） 

 

１ 水道の法的位置づけが危ない 

水道法は、第１条において「この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめると

ともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低

廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。」

と規定し、第六条第２項において、「水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村

以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業

を経営することができるものとする。」と規定しています。 

つまり、いつでも、だれでも、安価に市町村が経営する水道水の供給を受けられることを国が

国民に保障しています。 

しかし、水道を所管する厚生労働省が主導する水道事業基盤強化方策検討会の第５回会合（２

０１５年１２月２４日開催）において、水道法の第１条に規定される「低廉」という文言を「適

正価格」と解釈すべきこと、第６条第２項に規定される市町村経営原則の見直しに言及していま

す。 

民間企業に水道事業への参入を促進し、企業の採算が取れる水道料金の設定を可能とするもの

といえます。自治体の住民への水道供給責務の放棄、生活必需分の水道料金を低廉にするために

国や自治体から水道事業への税金の投入についての法的根拠をなくそうとしているもの言わざる

を得ません。 

２０１０年７月２８日、国連総会において「水と公衆衛生は基本的人権である」という宣言が

決議されました。日本政府はこの宣言の趣旨を理解し、水をビジネスの対象ととらえるのではな

く、水へのアクセスは基本的人権であり、国民への飲料水供給を保障するべきです。 

 

２ 大阪市の水道民営化案 

２０１５年８月、大阪市の「水道事業における公共施設等運営権制度の活用について」（実施プ

ラン案）の修正版が発表されました。浄水場や管路などは市が所有し、それを使って民間会社が

水道事業で収益あげる上下分離方式を行うとされています。これは、民間企業が責任を負い切れ

ない莫大なインフラへの投資、災害時のリスクを自治体に残し、そして 100 億円とも言われる固

定資産税逃れの手法です。 

民間会社は当初は 100％市の出資で、早期に民間の出資を受け入れ、職員は大阪市を退職し新

会社に就職、職員数は現行の 1600人を 1000人以下とし残りは非正規化を進めるとされています。

給与は会社の発展に貢献した社員に「積極的に報いる給与制度」を採用し「物言わぬ社員」作り

の中で働かそうとしています。 

大阪市に残る業務は、新会社が要求水準を守っているか否かをチェックするモニタリングで、

わずか職員２０名体制です。 



人件費削減等により費用を圧縮し耐震化を促進、また、世界トップレベルの技術力を発揮して

海外展開するとし、住民の関心が高い水道料金については、「上限があるから大丈夫」としていま

す。しかし、その上限も議会の承認で変更は可能であり、その上限額内であれば値上げは市会に

報告のみのため、今より容易に料金変更できる仕組みです。 

水道事業の財政状況や事業計画、業務内容について、公営であれば、市議会で審議され、シビ

リアンコントロールがなされていますが、民営化されれば、シビリアンコントロールが弱まる可

能性があります。 

民営化後の水道事業会社は、従業員は非正規に置き換えられ、業務の外注が増えれば、従業員

の入れ替わりも激しくなる可能性が高くなります。技術力をはじめとした業務継承ができにくく、

安定的な事業運営は困難になるでしょう。しかしながら、平均給水量日量 120万㎥、料金収入約

600 億円の巨大な水道事業がすべき業務の質や量は低下させられません。しかしながら、たった

20名の市の職員だけでモニタリングすることは困難です。現状でも中小の事業体では従来からの

「委託」のモニタリング業務さえ十分にできていないことは国も認めています。 

杭打ち工事のデータ改ざんが世間を騒がせていますが、以前の耐震偽造問題、輸入食品の安全

など、公的機関での監視が欠かせないものは多く、それは住民を守るために大切な業務です。20

人の「精鋭」が数年もすれば現場実務経験のない職員に置き換わり、モニタリングも十分にでき

ない丸投げの状況となるでしょう。民営化が安全、安心という面から最良の方法なのかを考える

必要があります。 

 

３ 世界の水道民営化の弊害と再公営化の流れ 

日本政府は水道民営化の進めようとしていますが、世界では再公営化の流れがトレンドとなっ

ています。 

2000年ボリビアのコチャバンバ市では水道民営化により 35％にも及ぶ大幅な値上げが行われ、

それに抗議して市民暴動が起き、結局、経営していた会社が撤退したことは有名な話です。 

民営水道の拠点であったフランスのパリでは、2008年に上水道事業の再公営化を公約に掲げた

市長が誕生したことで、2010年には公営に戻されました。株主配当などにまわされていた収益を

サービス向上のための再投資に回すことができるとされ、民営化によって管路耐震化の促進が図

れるとの宣伝と全く逆のことが、起きていたことがその大きな要因といわれています。 

 長期にわたり地域住民の安全、安心を保障することよりも、利潤の追求、資本の蓄積、株主へ

の配当を優先せざるを得ない民間企業に水道事業をゆだねることの危険性が明らかになっていま

す。 

 

４ 水道民営化、水ビジネスとの対決軸 

安倍内閣は 2013 年 6 月、「PPP/PFI の抜本改革に向けたアクションプラン」を策定し、今後

10 年間で 12 兆円規模の PPP/PFI 事業を推進するとし、さらに 2014 年 6月には 2016年までの

3 年間に 2〜3 兆円規模の公共施設等運営権事業（コンセッション）、空港 6 件、水道 6 件、下水

道 6件、道路 1件の数値目標を公表して前倒しの推進をしています。  

2013年の時点ですでに 120件以上の第三者委託が実施されています。しかし、その大部分が簡

易水道や中小事業体であり、改正水道法そもそもの目的であった技術力が脆弱であることを理由



にした第三者への委託です。しかし、今後、大阪市の例のように急速に中核都市事業体から大規

模事業体において、民営化を広げようとしていることは明らかです。また、民営化と同時に事業

統合・広域化も加速していくことと思われます。 

このような動きに対して、水道労働者や地域住民はどのように闘いを構築していけばよいので

しょうか？ 

民営化が「世界で失敗している」といった単純な図式での反対運動に陥らず、政府や財界の狙

い、地元の水道事業体の財政や自己水源などの状況を分析し、多くの地域住民と共有しながら、

国民の基本的人権を保障するための水道事業を持続発展させるために必要な、法律、財政、制度

の構築を政府に求めていくことが必要です。 

 

 

参考文献  

自治と分権 №62 現場レポート 「命の水がビジネスに」 

自治労連公営企業評議会 渡辺 卓也 

 

日本水道新聞 2016年１月１日 



文書報告４ 

府立公衆衛生研究所と市立環境科学研究所の独立行政法人化の問題点  

 

奥村早代子（公衆衛生研究所の府立存続と発展をめざす会） 

 

1．地方衛生研究所  

地方衛生研究所は、地方衛生研究所設置要綱によって位置づけられています。設置

目的は、「地域保健対策を効果的に推進し、公衆衛生の向上及び増進を図るため、都道

府県又は指定都市における科学的かつ技術的中核として、関係行政部局、保健所等と

緊密な連携の下に、調査研究、試験検査、研修指導及び公衆衛生情報等の収集・解析・

提供を行うこと」です。行政機関や保健所をデータの裏付けによって支える大切な行

政機関です。地方衛生研究所の業務は、利益を生み出すものではないため、これまで

独立行政法人化を検討してきた東京都、横浜市において、独立行政法人化では組織の

存続が困難などとして、都立あるいは市立での運営を確認し、横浜市立衛生研究所は、

老朽化した施設を立て替え、平成 26 年 12 月から新しい研究所で業務を開始していま

す。  

 

2．大阪府立公衆衛生研究所（公衛研）と大阪市立環境科学研究所（環科研）  

公衛研は、感染症・食中毒といった健康危機事象の原因を究明するための検査を行

うとともに、食品や医薬品、家庭用品、水道水等の安全性確保のための検査を日々行

っています。環境放射能については、国からの委託を受けて大阪府域の調査を継続し

て行っています。  

公害に関しては、昭和  38 年に公害部が設置され、昭和  43 年に公害監視センター

が設立されて、公害関係調査業務は公害監視センターに移管されました。その後、昭

和 46 年に公害衛生室が新たに設置され、環境や公害に関する健康調査を行い、大阪

府の環境衛生行政に大きく貢献してきました。しかしながら、平成  15 年に公害衛生

室は廃止され、現在は生活環境課でその役割を引き継いでいます。  

環科研では、市町村の業務として位置付けられている（都道府県の業務には含まれ

ていないもの）ごみ焼却施設やその周辺環境に関する調査研究や大都市域に特有の問

題も業務対象です。公衛研は、大阪市の地方衛生研究所の役割のすべてをフォローす

ることはできません。  

研究所の統合では、公衛研は環境関係の業務を行っていないという理由で、環科研

の環境分野は大阪市で整理し、衛生部門だけを統合する内容になっています。これに

よって大切な環境部門での技術的中核機能を大阪市から消失してしまうという結果に

つながります。  

 

3．全国  79 か所、すべて公立運営  

地衛研は、全国の都道府県や政令市、特別区など全国に  79 あります。2000 年の

独立行政法人法施行以降、国や地方自治体の研究所が次々に独法化されてきました。

しかし、健康危機管理に関係する研究所については、国も（国立感染症研究所や国立



医薬品食品衛生研究所）地方自治体もすべて公立で運営しています。新しく政令市と

なった岡山市では、平成  27 年  4 月から新たに地方衛生研究所を運営しています。  

4．求められるのは公衆衛生の機能強化と充実  

国は、地衛研を設置する地方自治体に対し、強毒性の新型インフルエンザ等の感染

症や広域化する食中毒の発生に備え、地域保健対策の科学的かつ技術的中核機関とし

て地研の一層の充実強化を図るように求めています（ 2012 年  7 月  31 日付健発  

0731 第  8 号厚生労働省健康局長通知）。  

 

5．イギリスでは、独立行政法人化で公衆衛生が後退し、再び公的組織に  

イギリスでは「小さな政府」の方針のもと、さまざまな行政機関が民営化されまし

た。公衆衛生も例外ではなく、国民の健康は、医療を無料化することで達成されると

いう方針のもと、衛生研究所が独立行政法人化されました。しかし、感染症の拡大が

抑制できないなど、公衆衛生行政が大きく後退しました。イギリス政府は、健康危機

管理にかかわることは「民営化」「独立行政法人化」はなじまないと判断し、2013 年

に公衆衛生体制は国民の健康保護にかかわる政府の責務を担う組織であり、専門組織

としての特徴を発展させ、行政当局の権限も使える存在として格上げし、保健省その

ものの組織として一体化しました。現在イギリスでは、公衆衛生行政と公衆衛生専門

組織、検査分析機関が一体となり、相互に結びつき、地域レベル、国レベル、EU レ

ベル、世界レベルにつながる体制となっています。  

 

6．府民の健康・くらしの安全を守る仕事は独法ではできない  

独立行政法人とは、行政が「自ら主体となって直接に実施する必要のないもの」に

ついて、行政から切り離し、「効率性の向上、自律的な運営を図ることを図ることを目

的とする制度」（総務省 HP）とされています。  

大阪府と大阪市は、主体的に府民の健康と安全を守る業務を投げ出すことにほかな

りません。地衛研の業務、その中でも最も大事な「健康危機管理に対応する業務」は、

公衛研が普段から高い検査技術を維持し、国や保健所、行政機関との連携を取って業

務を行っていたからこそできたことです。  

地独法では、民間委託や指定法人の活用等、徹底した効率化を図ることが求められ

ます。つまり、業務が切り刻まれて検査が民間などに委託され、予算が削られ、分析

機器や標準試薬の整備ができなくなり、人員削減が日常的に行われ、技術の継承がで

きなくなり、年々、健康危機管理に対応する能力が低下し、そう遠くない将来に府民

の皆さんへの影響が現れるであろうと考えます。  

公衛研が果たすべき役割やこれまで行ってきた地道な業務は、地方自治体が主体的

に行うべきものであり、効率化や効果を優先する独法ではできません。  

 

7．独法化の経緯と議会での議論の紹介  

平成 23 年 12 月 公衛研と環科研が「２重行政の無駄」とされ、統合の対象に 

平成 24 年 9 月 トップダウンで独法化方針決定  

--地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所定款の制定等２条例 --- 

平成 25 年 2 月議会 大阪府・大阪市の両議会で賛成多数で可決成立 



（共産・民主・OKASA みらいは反対） 

---大阪市環境科学研究所条例を廃止する条例案他関連議（5 または 2 件）案--- 

平成 25 年 9 月議会  大阪府で可決、大阪市では閉会中継続審議 

平成 26 年 5 月 30 日 大阪市会で閉会中継続審査 

平成 26 年 9 月議会  大阪市会、維新以外の反対多数で否決（1 回目） 

平成 27 年 2 月議会  大阪市会、維新以外の反対多数で否決（2 回目） 

平成 27 年 9 月議会  大阪市会、維新以外の反対多数で否決（3 回目） 

 

これまで、大阪市議会での各党の発言内容紹介。（議会議事録より抜粋）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8．大阪市会への陳情の提出協力のお願い  

大阪の地方衛生研究所の独法化は、議会で STOP するしか方法はありません。  

大阪市会への陳情の提出をお願いします。書式等は下記で確認をお願いします。  

http://www.city.osaka.lg.jp/shikai/page/0000002285.html 

 

記載必要事項）①陳情の趣旨、②項目、③提出年月日、④提出者の住所、氏名（署名

または記名押印。）を書いて市会議長あてに提出。  

陳情の提出の締め切り 平成 28 年 2 月 12 日の午後 5 時半（必着）  

以降は次の議会の取り扱い。  

提出後の取り扱い 後日行われる常任委員会で審査。  

※提出された陳情書並びに提出者の住所・氏名については、公表となります。  

H26/12/17 石原議員（公明党）  

民間に任せられるものは任せたらいいが、
最終的に行政権限を発動する限りは、間違っ
てないことの裏づけをきちっと持った上で
発令していくということになりますので、行
政と、そして環科研が一体となって成し得て
いくもの。  

正確に積み重ねたデータと研究、そして
黙々と市民の生活・安心・健康を守ろうとす
るその蓄積というのは、失ってしまえばもう
二度と取り返すこともできない。  

H26/12/17 多賀谷議員（自民党） 

いわゆる効率論とか組織論で一
緒にすべきだとか、二重行政だと
いうふうなことで一緒にすべきだ
という意見がまかり通っておるん
ですけれども、実際には大阪市民
にとってどうなのかということを
しっかりと議論すべき。  

大阪市の責任をしっかりと持つ
あり方を改めて検討し直す必要が
ある。  

H27/10/2 西川議員（自民党）  

５月の住民投票で都構想が否決され
た今、政令指定都市である大阪市存続
を前提に考えるべき。統合ではなく、
両研究所の連携をこれまで以上に強化
し、両研究所の機能強化を図ることが
重要。  

政令指定都市として責任を持って保
健衛生行政を行っていく必要があり、
行政と一体となって運営できる環境科
学研究所は不可欠である。  

H27/10/2 山田議員（公明党）  

両研究所の役割は明確に分かれており
まして、二重行政というものではない  

環科研は衛生研究所と環境研究所の機能
をあわせ持つことが強みであり、機能を維
持し、充実させる必要がある。  

広範囲の連携に取り組んで、両研究所の
さらなる連携強化を図っていくべき  

提案の中身が変わってないのであります
から我々の考え方が変わるのもおかしな
話。  

http://www.city.osaka.lg.jp/shikai/page/0000002285.html


文書報告５ 

街づくりと自転車 

 

藤江徹（公益財団法人 公害地域再生センターあおぞら財団） 

 

１．転換期にある自転車施策 

最近、自転車が話題にのぼることが多い。西淀川大気汚染公害反対運動から生まれた、あおぞ

ら財団でも、自転車を活かしたまちづくりに取り組んでいる。現在の大気汚染の原因の一端を自

動車交通が占めており、環境にやさしい移動手段である自転車の利用は、これからの都市を変え

る切り札になると考えている。 

自転車の保有台数（全国）は、平成 20年時点で約 6,900万台と増加傾向にあり、5km未満の

移動の約２割は自転車が利用されているなど、都市内交通等において重要な移動手段となってい

る。自転車は持続可能な社会にふさわしい乗り物として、欧米においては積極的に自転車走行の

ためのソフト及びハード面での環境整備が進んでいる。一方、世界的にも高い自転車利用率にも

関わらず、わが国では、放置自転車、歩道上での暴走自転車、未整備な自転車の走行空間、守ら

れていないルール等が問題となっている。近年、交通事故全体に占める自転車関連事故の割合が

増加し社会問題となる一方、健康や環境への意識の高まり等を背景とした利用ニーズの高まりを

受けて、わが国の自転車施策も転換期を迎えている。 

平成 23年 10月に、警察庁では、自転車は「車両」であるということの徹底を基本的な考え方

とし、車道を通行する自転車と歩道を通行する歩行者の双方の安全を確保することを目的とする

総合的な対策を打ち出している。続く、平成 24年 11月 29日に、警察庁と国土交通省が連携し、

「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を作成した。同ガイドラインは、各地域にお

いて、道路管理者や都道府県警察が自転車ネットワーク計画の作成やその整備、通行ルールの徹

底などを進めるために策定されており、道路空間の再配分や道路拡幅を含む、整備形態の選定の

考え方や目安、利用ルールの徹底、自転車利用の総合的な取り組みが示されている。 

 

２．大阪市における自転車を取り巻く状況 

大阪市を例にとると、交通手段に占める自転車分担率 が 23.5％に達し、自動車分担率（12.8%）

の約２倍にもなっている（第５回近畿圏パーソントリップ調査（平成２２年調査実施）より）。大

阪市の自転車分担率は、全国的にも高い割合（平成２２年）であり、近年は増加傾向（平成２年：

17.2%→平成 22年：23.5%）にあり、減少傾向を示す徒歩（平成２年：29.8%→平成 22年：24.0%）、

自動車（平成２年：16.8%→平成 22年：12.8%）からの乗り換えが伺える。こうした要因につい

ては、高齢化、都心居住の進展、景気悪化の影響（例：通勤費用の減少など）、ライフスタイルや

価値観の変化（例：クルマ利用を控える理由の一位は『エコだから』、自転車ブームの到来等）な

どが挙げられる。 

このような中、平成２５年 9月に大阪市内初の自転車レーンが大阪市中央区本町通りの御堂筋

～堺筋間に設置された（写真）。 



図：御堂筋の道路空間再編モデル整備 

・案内チラシ（大阪市）より 

 一方、大阪のメインストリートである御堂筋ができたのは、

昭和１２年。延長約 4.4km、幅員約 44m、銀杏並木や地下鉄の

建設など画期的な規模で、近代都市の基礎を形づくる大阪のシ

ンボルロードとして、受益者負担による多数の市民や企業の協

力を得ながら、建設された。建設当初は２方向通行であったが、

増加する自動車交通と渋滞問題に対応するため、昭和 45年の

大阪万国博覧会開催時に南行きの一方通行に変わった。現在は、

南向き一方通行で両端２本の緩速車線と４本の本線、計６車線

からなり、梅田となんばを結ぶ大動脈となっている。御堂筋の

自動車交通量は、４０年前と比較すると、約４割減少している

一方、御堂筋を通る自転車の交通量は約７倍に増加している。

当時とは社会情勢が大きく変化し、人々の行動形態や周辺のま

ちの状況大きく変わりつつあり、社会の変化や時代の要請に対

応した新たな御堂筋へと再編するべく、検討が進

められている。 

平成 28年 1月、千日前通以南（難波交差点～

難波西口交差点間）の東側街区において、モデル

整備がスタートした（図）。このモデル整備は、

側道を自転車通行空間化し、歩道を拡張すること

で喫緊の課題である歩行者と自転車が歩道内で

輻輳している状況の解消を行うとともに、整備に

より道路空間再編の将来イメージを現地で可視

化し、歩行者・自転車通行の安全性や快適性、に

ぎわい形成等の検証につなげていくことを目的

としている。 

こうしたハード整備と並行して、これまでも取り

組まれてきた放置自転車対策や条例づくり（例：大

阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

（仮称））、自転車ネットワーク計画の策定などが進

められている。 

また、自転車利用者や市民からも、御堂筋サイク

ルピクニック（写真）、子ども自転車教室など、自転

車を活かしたまちづくりの推進を求める取り組みが

行われている。 

 

３ 自転車を活かしたまちづくりを！ 

今後、本格的な少子高齢化・人口減少社会を迎え

るにあたり、私たちは、自動車中心の都市交通・ま

写真 1：本町通りの自転車レーン 

写真２：御堂筋を３００名でアピール走

行（提供：自転車文化タウンづくりの会） 



ちづくりを見直し、人とモノの流れをうまくコントロールすることで、市民の暮らしがより快適

になるような交通・移動手段やインフラ整備が求められている。将来の暮らしに併せて道路の使

い方を改めて考え直し、道路空間の再編・再配分を含め、これからの環境都市づくりの一環とし

て、自転車を活かしたまちづくりに取り組んでいきたい。 



資料１－① 

［声明］ 

福井地裁による関電・高浜原発「再稼働」容認決定に抗議すると共に、 

政府と関西電力に対し、あらためて原発ゼロへの方針転換を強く求めます。 
2015年 12月 25日   原発ゼロの会・大阪  事務局長 菅 義人 

 

関西電力高浜原発 3、4号機（福井県）の再稼働をめぐり、25日、福井地裁は運転差し止めの

仮処分を取り消しました。福井地裁は 4月に「新規制基準は合理性を欠く」として、原発から 250

キロ圏内の住民が申し立てた再稼働差し止めを認める決定をし、新規制基準の効力に根本的な疑

問を投げかけていました。関電の不服申し立てを受けた福井地裁は、今回、その決定を 180度覆

したことになります。（なお同日、大飯原発 3、4号機の差し止めを求めた住民らの仮処分申し立

ても、却下しました。） 

立地する高浜町長と福井県知事は既に再稼働に同意しており、関電は 25 日にも燃料装填に着

手し、1月からの運転を目指すとしています。 

この福井地裁の決定により、原発の安全性が保証されたわけでは決してありません。原発ゼロ

の会・大阪は、この不当決定に断固として抗議し、今回の決定に関わる問題点を指摘するもので

す。 

 

①今回、裁判長は過酷事故の可能性を否定していません。しかし、原子力規制委員会の新規制基

準に基づく判断に「不合理な点がない」とし、高浜原発 3、4 号機に「安全性に欠ける点があ

るとはいえない」と判断し、「人格権の侵害」も否定しています。福島原発事故の収束も、被

害者の生活再建もままならない中で、まさに安倍政権に迎合した不当決定そのものです。 

②高浜 3、4 号機には、事故対応の拠点となる免震重要棟が設置されていません。外部電源の確

保策などにも不安を残しています。また安全は原発対策だけで事足りるわけではありません。

高浜原発は半径 30キロ圏に福井だけでなく京都府と滋賀県も含みます。「地元」の明確な規定

も示されない中、実際に避難するのは立地県だけではなく、避難路の渋滞対策などの課題は山

積したままです。大阪も決して他人ごとでは済まない問題です。住民の安全の置き去りは断じ

て許されません。 

③関電は原発停止で火力燃料費がかさみ業績が悪化している、「経済的損失は、起動が１日遅れ

るにつき約 6億円」と経済優先の立場を露わにしつつ、利益は電気料金引き下げなど利用者の

ためにと主張しています。しかしこれは、電力自由化で新電力に顧客を奪われまいという経営

の都合そのものです。 

④福井県知事が再稼働への同意を表明し、国に伝えたのは決定の 3日前でした。決定を待たない

司法軽視の態度は看過できないものです。また「県民の信頼を得られる判断をしたい」としな

がら住民説明会さえ開かず安倍政権に追随する姿勢は、住民の命を守る首長としてあまりに無

責任と言わざるを得ません。  

 

 なし崩し的に再稼働が進むことに、国民の多くが不安を抱えています。それらの不安や批判を

よそに、再稼働に向けて既定路線のように手続きを積み上げ、安全よりも電力会社の経営を優先

するなど言語道断です。国も福井県も関電も、急ぐべきは再稼働ではなく、原発ゼロへの道筋を

描くことです。 

福井地裁の決定は、関電の対策が「新規制基準に適合する」という規制委員会の判断を「合理

的」としただけです。安倍政権が「原子力規制委員会が適合と判断すれば再稼働を進める」とす

る一方、規制委員会が「新基準適合と安全はイコールではない」と言い続けるように、その判断

は「安全」を保証するものではありません。 



裁判長は福島原発事故の教訓を踏まえ「絶対的安全性は存在しない」「過酷事故の可能性が全

く否定されるものではない」と国や電力側に重層的な対策を求め、裁判所が原発の安全性を担保

する立場にないことを示しています。再稼働を急ぐ安倍政権や行政、関電が、司法のお墨付きを

得たかのごとく、さらに前のめりになることは断じて許されるものではありません。  

住民側は決定を不服として、年内に名古屋高裁金沢支部に保全抗告することとしてします。国

民が心配するのは根拠の乏しい「安全神話」復活であり、それを阻止できるのは司法しかありま

せん。 

 

 私たち原発ゼロの会・大阪は、福井地裁による関電・高浜原発「再稼働」容認決定に抗議する

と共に、政府と関西電力に対し、あらためて原発ゼロへの方針転換を強く求め、電力消費地の運

動を、さらに強め、広げていく決意を表明するものです。 

以上 



資料１―② 

[声明] 

日本政府の日印原子力協定原則合意に強く抗議します 

 2015年 12月 25日 

 原発ゼロの会・大阪 

 

 安倍首相は 12日、日印首脳会談において日本の原発をインドに輸出することを可能にする

日印原子力協定を原則合意しました。 

 

 日本はこれまで、長崎・広島への原爆投下を経験した被爆国として核不拡散条約（ＮＰＴ）

を批准し、「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則は内閣総理大臣の所

信表明演説などで踏襲されてきました。しかしインド政府はＮＰＴに参加せず、過去二回の

核実験を行った核保有国でもあります。原爆の材料となるプルトニウムを生産する原子力発

電技術を輸出することになれば、核利用される可能性は否定できません。安倍首相は「核実

験を行えば協定は停止する」と口頭で伝えたのみであり、確約はありません。長崎の被爆者

5団体は安倍首相宛に抗議文を送り、広島・長崎両市長も協定合意を懸念する談話を発表し

ています。 

  

 福島第一原発事故から、来年 3月で 5年を迎えます。事故収束の目途は立たず、被災地福

島では未だに放射能汚染による避難生活が続けられ、原発関連死は津波による犠牲者数を上

回っています。避難者が住む仮設住宅は 2017年 3月に打ち切りが決定し、その代わりとな

る復興公営住宅は仮設住宅で暮らしている世帯全体の１７％分しか想定されていません。そ

の一方で、政府・電力会社は川内原発再稼働を皮切りに、伊方原発、高浜原発の再稼働を狙

っています。 

 

原爆の悲惨さを知り、原発事故を経験した被爆国日本の政府が核保有国に原子力技術を提

供し、核兵器開発の手助けをすることは許されません。今、日本政府に求められるのは、被

災者本位の復興を進めること、原発依存のエネルギー政策から、再生可能な自然エネルギー

への転換を政府の責任で早急に進めることです。 

  

以上の理由により、私たち原発ゼロの会・大阪は、日印原子力協定への原則合意に対し強

く抗議します。 

 

 



 

 

資料２ 

ＣＯＰ21・パリ協定と今後の課題 
２０１６年１月２５日 

大阪から公害をなくす会 

地球環境委員会 

 

 世界で気温上昇がこのまま進めば、気候や自然環境が大きく変動し、人の住めない地球、社会生活・経済

活動も成り立たない地球になりかねない事態にあり、気候変動・地球温暖化の防止、その要となる温室効果

ガス・ＣＯ2 の削減は、人類の生存・存続にとって待ったなしの課題となっています。そうした中、昨年末

フランス・パリで開催された国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（ＣＯＰ21）は、12 月 12 日、2020

年以降の地球温暖化対策についての法的文書となる「パリ協定」を採択し、閉幕しました。その評価と今後

の課題について大阪から公害をなくす会・地球環境委員会の「見解」を明らかにします。 
 

（１）パリ協定について 

 パリ協定の主な内容は、報道によれば以下のようになっています。 

①世界全体の目標：気温上昇を産業革命前より2度以内に抑え、1.5度未満に向けて努力する。今世紀後

半には、温室効果ガス・ＣＯ2の排出と吸収が均衡するようにする。 

②各国の削減目標：各国は削減目標を作成し報告するとともに、達成のための国内対策を行う。目標は5

年ごとに更新し、後退させない。 

③途上国への支援：現在の年間 1千億ドルを下限に積み増しする。また、先進国は拠出に義務を負うが、

それ以外の国でも自主的に拠出することを奨励する。 

④温暖化の影響への対策：温暖化の被害軽減策も重要な柱と位置づけ、既に途上国で起こりつつある被害

の救済策も設ける。 

⑤今後の予定：長期目標の向上や点検に向けて2018年に会合を持つ。 

2009年のＣＯＰ15以来 6年間の紆余曲折を経て、世界の 196ヵ国・地域が参加して、全ての国が地球温

暖化の防止のため温室効果ガス・ＣＯ2 の削減に取り組むことを確認し合ったことは、大きな成果・前進と

言えます。(国連の加盟国数は現在193カ国) 

 こうした成果・前進をもたらした背景には、ＩＰＣＣ(気候変動に関する政府間バネル)を中心にした世界

の科学者の取り組み、世界各国での地球温暖化防止・温室効果ガス削減、地球環境を守ろうという環境団体・

市民団体の運動、ＥＵ諸国での温室効果ガス・ＣＯ2の削減や自然エネルギー推進での積極的な取り組みが、

世界各国の政府を動かしつつあることが挙げられます。同時に、海面上昇でキリバスやツバルが水没の危機

にあること、世界各国で大洪水や干ばつ、大型台風やハリケーンが頻発していること、北極の氷床やアルプ

スなど高山の氷河が減少していること、農業や漁業での異変が起こっていることなど、現実に地球温暖化の

影響が目の前で起こり始め、「人類の生存はこの会議の決断にかかっている」（ツバル・ソポアンガ大統領）、

「も早や優柔不断や中途半端は認められない」（国連・潘基文事務総長）という意識が共通認識になってき

ていることも挙げられます。 

 私たちは、地球温暖化の防止、温室効果ガス・ＣＯ2 の削減は、人類の生存にとって共通かつ緊急の課題

であることを認識し、「パリ協定」の批准と内容が忠実に実行されるよう引き続き監視と圧力をかけ続ける

ことが重要となっています。特に、現在の削減目標は、出されている180の国の削減目標を足し合わせても

平均気温は3度上昇すると言われる水準であり、引き続きより高い削減目標に更新させる取り組みが重要に

なっています。 
 

（２）日本政府の問題点 

 ＣＯＰ21で日本政府が表明した削減目標は「2030年までに2013年度比で26%削減する」というもので

した。しかし、この目標は、1990 年比で換算すると 18%の削減にしかならず、EU の「2030 年までに 90

年度比で40%削減。2050年までに1990年比で80～90%削減」からすれば全く低い削減目標であり、引き



 

 

上げが強く求められています。 

また、地球温暖化対策として原発が必要だという立場を取り、「日本、中国、韓国、ベトナム、オースト

ラリアは 12 月 8 日、アジア原子力協力フォーラム(FNCA)の大臣級会合で、地球温暖化対策として原子力

の利用を進めるとした共同声明を採択した」(「朝日」2015.12.9)ことも重大です。温室効果ガス・ＣＯ2 の

削減が求められるのは、それが地球温暖化の原因物質となって人類の存続を危うくするからです。原発は、

発電の中では確かにＣＯ2 を出しませんが、必然的に処理方法のない高濃度放射性廃棄物という危険物質を

大量に生成し、また、一度事故を起こせば広範囲かつ長期にわたって人々の生活と環境を破壊する点では、

人類の生存を危うくする最たるものです。従って、温室効果ガス・ＣＯ2 の増加と原発はどちらも許されな

いことであり、「地球温暖化対策として原発を」などという態度はとんでもない誤りです。 

さらに政府は、石炭火力発電所の大量の建設政策を進めています。現在、全国で新規建設計画は48基（2350

万ｋＷ）あり、その全てを稼働させれば、推計で年間約 1 億 4100 万トンのＣＯ2が排出されます。日本の

ＣＯ2排出量は 2014 年度で 13 億 6500 万トン（環境省 2015.11.26）と言われており、ＣＯ2の排出量を 1

割も押し上げるなど、パリ協定の流れに逆行する暴挙と言わざるを得ません。途上国支援の中に「石炭火力

発電所」を入れていることも許されないことです。 

日本の財界は、温暖化防止策について「産業界は自主的な取り組みで十分」「規制的な手法は取り入れる

べきではない」「家庭部門で成果を上げることが不可欠」（昨年 12 月 22 日に開催された経産省・環境省の

有識者会議での経団連や鉄鋼連盟代表の発言）という態度であり、日本の温室効果ガス・ＣＯ2 排出量の 4

分の 3 を占める業界として、全く無責任な態度をとっています。企業活動の健全な推進、発展のためにも、

産業界は温室効果ガス・ＣＯ2削減の先頭に立つべきです。 

 

（３）今後の課題 

私たちは、パリ協定が“総論賛成、各論反対”“絵に描いた餅”にならないように監視と圧力をかけ続け

るとともに、日本政府に対しては以下の点を要求します。 

①温室効果ガス・ＣＯ2 の削減目標を大幅に引き上げること。少なくともＥＵ並みの目標に引き上げるこ

と。 

②ＣＯ2 を出さなくても高濃度放射性廃棄物という人類の生存を危うくする物質を出し、またいったん事

故を起こせば甚大な環境破壊を引き起こす原発推進政策は止めること。 

③温室効果ガス・ＣＯ2の削減というパリ協定の精神に 100％逆行する石炭火力発電所の建設計画を中止

すること。 

④太陽光や風力、地熱、バイオマスなど自然エネルギー、再生可能エネルギーの推進と低エネルギー・低

炭素社会への転換を国をあげて強力に推し進めること。 

⑤温室効果ガス・ＣＯ2 の削減は産業部門で取り組みが決定的に重要であり、産業界に対し厳しい指導を

徹底すること。 

身近な話として「桜の開花時期が早まって入学式のころにはもう散っている」「冬なのにタンポポやスミ

レが咲いている」「野菜がか細くなり、美味しくなくなってきた」などが言われます。これらが即温暖化の

影響かどうかは別にして、身の回りで起こってきている変化、生活実感を基に地球温暖化問題を考え、家庭

の中から、事業所や地域から、さらに行政区、府県単位で何ができるのか、何をやるべきなのかなどを議論

し、日常生活や地域社会を見直していく取り組みも重要です。 

 

 終わりに 

気候変動・地球温暖化の影響に対する世界の科学者の警告がやっと受け止められ、パリ協定が締結されま

した。しかし、その発効には「世界総排出量の 55％以上の排出量を占める 55 カ国以上の締約国での批准」

が必要であり、温室効果ガス・ＣＯ2 の削減目標も大幅であり、“本当に可能か”と言われるほどの高い水

準です。パリ協定の内容を実効あるものにするために、国民の世論と運動が決定的であり、大阪から公害を

なくす会・地球環境委員会は、引き続き気候変動・地球温暖化防止の取り組みを強化と継続を呼びかけるも

のです。 

以上 



 分科会Ⅰ運営要領 

分科会タイトル 「いま改めて福島原発被害を考える 

県内避難者と、関西への避難者のお母さんに聞く」 

 

この分科会では・・・ 

 福島第一原発の近くで生活していて、強制避難を強いられた人は、大変な苦労を抱えな

がら、福島で歯を食いしばって頑張っているお母さん。原発からは離れているが、放射線

の高い地域で小さなこどもを育てていくことは、こどもの甲状腺がんのリスクがたかく、

家族がバラバラになっても避難しようと決意して大阪に越してきたお母さん。 

 今回、大阪への避難者のお母さんと、楢葉町からいわき市に避難、移住して損害賠償を

たたかっているお母さんのお二人の話しを軸に、原発被害の深さを参加者と共有するよう

にしたい。 

 大阪にいる私たちは、何ができるか、何をするべきか、そして関西の原発被害も想定し

て大阪の人々に何を訴えるかを考えていきたい。 

福島原発避難者訴訟原告団事務局長 金井 直子さん 

    原発賠償関西訴訟原告団代表    森松明希子さん 

のお二人のお母さんのお話しを軸にすすめます。 

 

〇原発事故被災者支援関西弁護団  白倉典武弁護士 

近畿訴訟の現状と、福島の訴訟の現状などを説明。   15分 

〇金井 直子さん       20分 

 森松明希子さん       20分 

〇金谷邦夫 公害をなくす会会長      10分 

福島原発事故の小児の甲状腺がんへの影響をチェルノブイリ事故などと比較して

の説明。        

〇会場のみなさんの質問、ご意見に答えながらすすめていきます。 

 討論の眼目として 

(1)遠いところへの非難を余儀なくされたお母さん、家族の心情 

遠くへいきたくてもいけない事情と心情 

  原発事故はなんと罪深いものかをつかむ 

 (2)東電と国の責任、訴訟のなかでの特徴、賠償や、避難解除の実態をつかむ 

 (3)関西でもいつ同じ被害に見舞われるかわからないことを確認したい。 

 

〇感想文の提出をお願いします。そして、この話を、職場、家族、地域で話す、伝えるこ

とを誓い合う。地域で、職場で原発被害者をまじえて小集会を企画しましょう、など具体

的に。 



第１分科会資料３ 



 



 



 

第１分科会 資料１ 

「福島原発事故避難者：5回目の冬」 

 福島原発避難者訴訟原告団 事務局長    

福島県双葉郡楢葉町 金井直子 

  

東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から早 4 年 10 か月。いまだに国による

避難指示や、逆に不十分な生活環境のままの避難指示解除のために、住み慣れた自宅

や地域を離れ、不自由な生活は続いています。私達原発事故による避難者は、2011年

3月 11日の翌日、3月 12日に国からの避難指示により、または自主的に放射能被害

から逃れるために避難しました。特に強制的に避難指示を経験した私は、多くの人が

口にするように当初は、原発が落ち着けばまたすぐに自宅に帰ることが出来るだろう

と思っていました。しかし、その考えは甘かったのです。 

 

私は東京で生まれ育ち、結婚後は、埼玉県所沢市に約 8年間住んでいました。今は

亡き父の定年退職を機に、両親が母の故郷である福島県双葉郡大熊町に移住。そのあ

とを追って平成 8年に私達家族も同じく双葉郡楢葉町に移住して、震災と原発事故が

起きる平成 23 年 3 月までの 15 年間を、夫と二人の息子と共にすっかり楢葉町の住

民として溶け込み、楽しく充実した日々を送っていました。あの原発事故が起きるま

では、です。 

 

今振り返れば、2011 年は、福島県内のみならず、日本全体が大規模災害と原発事故

が起きたことに大変なショックを受け、お互いに助け合い支え合おうという雰囲気に

なっていたと思います。事実、私達被災者は、全国全世界からの義援金の寄付やボラ

ンティアの善意の活動をいただき、震災後避難直後の生活をしのぐことが出来ました。

本当に多くの皆様に、心から感謝を申し上げます。 

しかし、避難生活も２年目３年目を迎える頃、私の住む避難先のいわき市では、大変

な事件が相次いで起こってしまいました。まずはいわき市役所玄関前の壁に【被災者

帰れ！】の落書きが黒いスプレーで書かれたことを発端に、仮設住宅に止めてある車

の窓ガラスが割られる事件や、ささやかな窓側におかれたプランター栽培のミニトマ

トやきれいに咲いた花が次々と切り落とされるという事件が起きました。続いて夏場

は、仮設住宅の居住エリアにロケット花火が何発も撃ち込まれる嫌がらせもありまし

た。地元のスーパーマーケットで買い物をすれば、誰ともなく「避難者はいいよね～。

お金をいっぱい持ってるからたくさん買い物できるわ～！」などとレジ待ちの列で大

声で叫ぶ人、果ては避難指示区域から理不尽に転校を余儀なくされた子供達の間でも

避難先の学校で「放射能がうつるから来るな！」などとの暴言を吐かれて不登校にな

った子供が多く存在している事実も実際に聞きました。 



 

 

なぜ？このような理不尽なことが起きるのか？私達は確かに原発事故で避難をし、

なお避難指示区域内の住民には加害者の東京電力から世帯ごとに賠償金の支払いが

なされています。でも、それはあくまでも原発事故が起きたことで自宅を追われ避難

生活を余儀なくされ、事故以前は平穏に生活していた大切な地域コミュニティが喪失

してしまったことをはじめ、突然、日常の生活が崩壊してしまったことに対する一時

的な弁償に過ぎず、金額の査定の主導権は全て東京電力側にあり、決して私達が元通

りの穏やかな生活を取り戻せているんだ、ということではありません。しかし、一般

メディアの見出しには原発事故避難者は多額の賠償金を得て働きもせずに怠け者に

なり、そのお金で豪遊している、かのような誤った記載も多くあり、事実と違う先入

観を持たれて誤解を受けることもあります。本当に困ったものです。 

 

 私は、2011年 10月に初めて、原発事故被害者の相談会に参加して、地元いわき市

や首都圏からの有志の弁護士の先生方に先の見えない途方もない不安と絶望感から

何とか脱出できる方法がないかとすがりました。そして、その後何度も相談を重ね、

ついに原発事故から 1 年 8 か月後、福島原発避難者訴訟原告団を結成し 2012 年 12

月 3日に福島地裁いわき支部に裁判を提訴しました。その当時は無我夢中で、同じく

楢葉町、隣の広野町・南相馬市・そして事故を起こした福島第一原発の立地する双葉

町の避難者 17 世帯 39 名が第 1 陣 1 次原告となり、その後現在は、第 5 次原告団ま

で追加提訴を行い、合計 189世帯 586名の集団となりました。この中の原告には、富

岡町・大熊町・浪江町・川内村・葛尾村と、いわゆる福島県双葉郡の 8町村すべての

住民が原告団に参加するという結果となりました。 

 

なぜ？裁判を起こしたのか？と、よく聞かれます。一般的には裁判闘争などという

環境を好き好んで選ぶ人は少ないでしょう。ましてや原発事故避難者である私達が地

元企業である東京電力を訴えるなどとは、本当に覚悟と勇気が要るものです。事故が

起きるまでは確かに原発立地城下町として東京電力とは共存して地域で暮らしてい

たわけです。もちろん地元採用の社員も多く双葉郡に住んでいましたし、家族ぐるみ

のお付き合いや子供同士が同級生や先輩後輩という話もあたり前の地域です。 

私も悩みました。でも、その迷いの気持ちを前向きに突き動かしたのは私の母の存在

でした。先に述べた通り、私の母は第一原発のある大熊町に Uターンしていましたの

で私の実家は大熊町であり、すでに他界していますが祖父母の家も大熊町です。田舎

ですから当然、叔父や叔母も多く住み、従兄たちも住んでいました。小さい頃は夏休

みや連休にはよく遊びに行って過ごしたものです。 

そんな私の大切な家族や親戚から、平穏な生活を奪った原発事故の責任は、いったい

誰が取るのでしょう？福島の事故の教訓も学ばずに、原発再稼働や原発輸出などと、

経済最優先で私達を無視して、私達のささやかな幸せを奪っておいて、 

誰も責任を取らない、あやまらない、学ばない、そんなことは絶対に許されません。 



 

 

今現在も、原発事故による避難者は自主避難者と言われている避難指示区域外から

の住民も含めて数多くの人々が避難生活を続けています。 

但し、悲しいことに、ここでも差別は生まれています。事実、避難指示区域内外の住

民同士の対立もあります。先に述べたようないわき市の賠償金の支払い金額格差への

不満の例もありますが、福島県から県外や首都圏に避難した人の間では、【自分は原

発事故避難者】と知られることが偏見と差別につながるので避難者と思われないよう

に静かに目立たないように生活している、とも聞きます。 

 

 実は裁判も先月の 12 月 9 日で第 14 回目の公判を終え、原告本人尋問の段階に入

っていますが、今までの 13名の原告の方々の発言に共通する言葉は、「なんで、こん

なことになったのか？いまだに仮設住宅住まいは本当に辛い、悔しい、そして情けな

い、みじめだ。」「原発事故さえなかったら、放射能汚染がなかったら、とっくに自宅

を再建出来ていた、広々とした自宅で息子夫婦や孫たちに囲まれて楽しく暮らしてい

た。」「代々受け継いできた農業で、やりがいのある仕事と生産者としての誇りを失わ

ずにすんでいた。」「老後にこんな目に遭うなんて夢にも思わなかった。」「自宅にいれ

ば自由に自分達の思うように生活できていた。」「狭い仮設住宅で長期間の避難生活で

ストレスがたまり続け、体調を崩すと同時に気力体力も低下した。」「親が一気にボケ

た。」「息子や娘や孫たちは、首都圏や福島県外に避難して定住してしまい、高齢者だ

けが取り残された。」そして、原発事故避難者の最大の懸念は【生きることに疲れた。】

なのです。 

 

私の母も大熊町の自宅にはもう二度と帰ることは出来ません。今年 84 歳になる母

の心情を思うと、皆さんに原発事故がどれほどの過酷な体験だったかということの全

てを言葉では伝えきれません。それでも不幸中の幸いで娘の私がそばにいることで、

何とか日々の生活は自立できています。同じ体験・同じ避難者・家族だから、本当の

信頼関係で結ばれていることが唯一のお互いの支えになっています。 

そんな母は、原発事故後、私達と一緒に借り上げ住宅に居りましたが、狭くて生活リ

ズムが違う私達家族といることに母も私もストレスがたまり続け、2週間ほどで近く

の別のアパートに移り生活していました。もちろん私のそばに居ることが絶対条件で

した。但し、避難の混乱の中では自由に物件を選ぶということも出来ず、外階段のつ

いた 2階の部屋を借りました。しかし、高齢でリウマチの持病もある母は足腰も弱く、

足が上手く上がらず 2回も階段で転倒しました。そして気力体力も限界が近づき、ま

た大熊町は帰還が永久に無理だということを理解して、2013 年秋に中古住宅をいわ

き市内に購入しました。もちろん源資は東京電力からの賠償金です。不動産探しから

契約手続き・引っ越しの一切を私が手伝いました。引っ越してご近所への挨拶周りを

した時に、一軒だけ「どちらから来たの？」と聞かれ、母は「大熊町からです。」 

と答えた途端「あら～じゃあ、お金いっぱいもらったんでしょ？」と言われたことが



 

忘れられません。母は、黙って下を向いていました。まさしく【みじめ】でした。母

も父が病死してから、一人で年金と預貯金をやりくりして十分な生活を送ることは出

来ていましたし、私も正社員として楢葉町の事業所に勤務していました。それが原発

事故による避難指示による事業所の閉鎖で解雇になりました。幸い、夫や息子達が仕

事を失わずに済んだおかげで、何とか日々の生活を送ることが出来ています。 

だからこそ、裁判をはじめ、原発被害者を救済するための活動に当事者として身を置

いているわけです。この原発事故の負の遺産は、廃炉まで 30年～40年かかると言わ

れており、その計画さえも予定通りに立ち行かなくなることが懸念されています。加

害企業の東京電力、そして国策エネルギー政策として原発を推進してきた国の責任は

重いです。 

 

強いものが守られ、弱いものが犠牲になる。そんな社会はあってはなりません。し

かし、福島の原発事故後の様々な情勢は、決して住民の目線で進んではいない、弱者

切り捨ての世の中に猛進しているように思えてなりません。 

 

私は、今後も未来の福島県の子供達のためにも、今自分に実行できることを出来る

限りは続けて行く覚悟です。 

それは、皮肉にも今から 19 年前に、自ら望んで移住した福島県が原発事故によって

変貌させられたことを後世にしっかり伝えることと同時に、福島原発事故の被害者が

言われなき偏見によって分断されることや、無理解による差別を受けて悲しむことを

無くすための努力をし続ける意味があると信じているからです。 

 

最後になりましたが、本日はお招きいただきありがとうございました。 

また、『公正な判決を求める署名活動』『避難用住宅提供打ち切り撤回署名』へのご協

力も、どうぞよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

   

第１分科会資料２ 

                    森松明希子（原発賠償関西訴訟原告団代表） 
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第 44回公害・環境デー 

第２分科会「TPPと食の安全」 運営次第 
 

（1）日時 2016年 1月 30日（土）午前 9時 30分～12時 

   会場 エルおおさか 本館 ７階・７01号室  

 
（2）司会と午後の全体会での報告者 

  ＊司会…………………藤永のぶよ 

  ＊全体会での報告者…中村優・公害環境デー実行委員 

 

（3）分科会の目標 

 食の安全と言えば、一般的に「安心」「安全」が主張されますが、最も大事なことは「食

の安定供給」＝つまり自給率の向上です。これは、先進諸国では常識です。それを根底か

ら揺るがすのが「TPP」です。本分科会では TPPの到達点と問題を掘り下げます。一方で、

食のあり方までを揺るがしているのが「機能性食品」など栄養補助食品と言われる食品群

です。 

 私たちの大阪は自給率たったの２％です。この脆弱な都市の消費者として、あふれる情

報に惑わされず、本物を見抜くしっかりした目が求められます。この分科会を、一年に一

回の勉強の場・参加者との意見交換の場とします。 

 

（4）スケジュール  

9:30     司会者による開会あいさつ 

   

9:40～10:20 第一報告「TPPの最新情報」 

農民組合大阪府連副会長  佐保 庚生氏 

  

  10:25～10:55  第二報告「機能性食品・健康補助食品とは」 

        大阪市立環境科学研究所調査研究課(企画グループ) 中間 昭彦氏 

 

 10:55～11:00   休憩 

 

 11:00～12:00   全体討論 

         意見交換 

 

 



第２分科会資料１    TPP「大筋合意」と日本の食と農 

                  佐保庚生（農民組合大阪府連） 
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第 44回公害・環境デー 

 「地震・津波・防災」分科会 運営要項 
 

（1）日時 2016年 1月 30日（土）午前 9時 30分～12時 

      会場……………………本館 10 階研修室 5（36 人収容） 

会場設営 9 時～ 

      司会・講師・報告者・全体会への報告者の集合時間…9 時 15 分までに 

 

（2）司会と午後の全体会での報告者 

  ＊司会…………………前川謙二（元府職員） 

  ＊全体会での報告者…高本東行・公害環境デー実行委員 

 

（3）分科会の目標 

 南海トラフ巨大地震と地震・津波・防災では、木造密集住宅対策、超高層ビル問題、避難計

画・地区防災計画、巨大台風・集中豪雨対策などもあるが、今回は津波対策（石油コンビナー

ト、船舶・コンテナ対策を含む）と地下街問題を取り上げて集中的に議論し、それ以外は順次

取り上げていくようにする。 

 

（4）スケジュール 

   

9:30     司会者による開会あいさつ 

   

9:30～10:10 記念講演「南海トラフ巨大地震の概要と災害」 

講師 田結庄良昭氏（神戸大学名誉教授） 

  10:10～10:20 講演に対する質疑 

 

 10:20～10:50 ①大阪府・市の津波対策（報告 15分・質疑討論 15分を目安に） 

報告者 府職労土木現場支部   小山 光治 

 

  10:50～11:20 ②どうなっている大阪の石油コンビナート対策（同） 

            報告者 大阪から公害をなくす会 中村 毅 

 

  11:20～11:50 ③集中豪雨・大震災で地下街はどうなる？(同) 

            報告者 大阪自治体問題研究所  山口 毅 

    

11:50～12:00  全体討論。次回の課題などの議論 
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第３分科会レポート２ 

どうなっている大阪の石油コンビナート対策 

南海トラフ巨大地震・津波を前に 
 中村毅（大阪から公害をなくす会） 

＜はじめに＞ 

＊火の手 海と陸から～炎に包まれる街（気仙沼・鹿折地区）＜河北新報 2011.5.15＞ 

・気仙沼市では 3 月 11 日夜、住宅地などで大規模な火災が発生した。 

・「鹿折(ししおり)全体が燃えている…。」停電で辺りは真っ暗。一面のがれきが行く手を阻

んだ。最寄りの消火栓もがれきに埋もれ、やむなく数百メートル離れた消火栓からホー

スを伸ばした。作業は途切れがちで、火の勢いはなかなか収まらなかった。…気仙沼消

防署の当直司令・戸羽一明さん(47) 

・火の手は陸だけでなく、海からも上がっていた。湾内の黒い海には無数の火が浮き、文字

通り「火の海」だった。花火のような爆発が起き、洋上の大型船から火柱が上がった。工

場のそばには、約 3 キロ先の岸壁にあったはずの石油タンクが打ち上げられていた。「タ

ンクは油が抜けて空っぽだった」。…食品加工会社の工場長・吉田敬さん(58) 

・市街地が鎮火したのは 23 日の朝。震災発生から 12 日後だった。約 10 万平方メートル

が全焼したとされる。 

＊東日本大震災では、宮城県や千葉県などのコンビナートにおいて、地震や津波により危険

物タンクの流出や高圧ガスタンクの爆発など、周辺住民の避難を伴う大きな被害が発生し

ている。 

＊地震とともに押し寄せる津波。石油やガスなどのタンク、危険物や毒劇物が集積するコン

ビナート、制御不能になれば住宅を破壊し、大火の原因ともなる船舶やコンテナへの対策

は、東日本大震災での気仙沼市を想起するまでもなく、地震・津波対策として大事な要素

である。 

 

（１）大阪の石油コンビナート対策～「大阪府石油コンビナート防災計画(2014年 3月)」よ

り 

１）石油コンビナート災害の例（消防庁資料より） 

①スロッシングによる浮き屋根上に油が漏洩する。(スロッシング=地震の揺れに共振して、

タンク内の液体が大きく揺れる現象) 

②配管の折れ曲がりによる危険物の漏洩 

③護岸・桟橋・防油堤の損傷 

④津波によるタンクの移動・倒壊 

⑤タンク支柱の座屈による配管の破損（柱などで、縦方向に圧力を加えた時、圧力がある

限界値に達すると急に横方向に湾曲が起こる現象） 

⑥液状化による防油堤の沈下・傾斜 

⑦バースや護岸の被害 

２）大阪府の検討体制 

＊地震・津波時の被害想定と防災対策を検討するため、2012 年８月に大阪府石油コンビナ

ート等防災本部に「地震・津波被害想定等検討部会」が設置された。部会長=室崎益輝・

神戸大名誉教授、部会員は関西大学の越山健治准教授など５人。 

＊具体的には、大阪湾沿いに４つの特別防災区域を設定して検討し、対応策を提示してい

る。 

３）４つの特別防災区域の概要 

 ①大阪北港地区 

・大阪市此花区の西部に位置し、大阪港、淀川、正連寺川および安治川に面し、面積は約

360 万㎡（参考：大阪城公園＝105.56 万㎡） 



 

・事業所の主な業種は石油貯蔵をはじめ有機化学工業製品の製造、製鋼、金属製品製造等。

石油化学や石油精製等の大規模な事業所は存在しない。 

 ②堺泉北臨海地区 

・堺市、高石市および泉大津市の臨海部に位置する堺泉北臨海工業地帯の大部分を占める

地域で、大阪湾および大和川に面し、面積は約 1,801 万㎡（大阪城公園の 17 倍の広さ。

1957～66 年に堺市沿岸、1961～72 年に高石市・泉大津市沿岸の造成） 

・主な業種は石油精製、石油化学、石油貯蔵、製鋼、ガス、電気事業等の重化学工業。これ

らの事業所が石油コンビナート地帯を形成し、多量の石油、高圧ガスを貯蔵し、取り扱

い処理している。 

・区域内には不特定多数の者が利用するアミューズメント施設等が立地している。地区と

隣接市街地との間には、造成当初から公園、道路、水路等の遮断帯が設けられている。 

 ③関西国際空港地区 

・泉佐野市、田尻町および泉南市の沖約５㎞の海上埋め立て立地で、面積は約 1,035 万㎡ 

・貯蔵、取り扱っている石油類は主として航空機用および発電機補助ボイラー用の燃料。 

 ④岬地区 

・岬町の臨海部に位置し、面積は約 56 万㎡。 

・業種は電気業であり、発電用燃料の石油類貯蔵施設が存在する。 

・地区と民家の境界付近には低い丘陵地帯と事務管理施設が遮断帯として配置されている。 

⑤事業所数や石油・ガス貯蔵量 

 大阪北港地

区 

堺泉北臨海地区 関空地区 岬地区 

大阪市消防

局 

堺 市消防

局 

泉大津市

消 

泉州広域消防本部 

特定事業所数 14 29 5 1 1 

石油貯蔵量(kl) 279,204 6,429,387 14,865 198,426 221,046 

高圧ｶﾞｽ処理量(千 N

㎥) 

461 1,300,551 4 0 0 

  特定事業所＝石油コンビナート等災害防止法（石災法）第 2 条第 4 号及び第 5 号に定め

る第 1種事業所及び第 2種事業所をいう。 

４）南海トラフ地震に係る津波災害想定 

①大阪北港地区 

・津波到達までの時間は 120 分。津波浸水深は最大 5m。 

・危険物タンクの大半が津波により移動し、油類が最大 2.7 万 kl 流出する恐れ。(2.7 万 kl

とは 25m プール=25m×16m×1.5m で換算すると約 45 杯分) 

・油類が海水とともに拡大・着火した場合、一般地域への影響がある陸上・海上火災等の災

害発生の可能性 

・短周期地震動により危険物タンクの流出火災、毒劇物タンクからの毒性ガス拡散の可能

性 

 ②堺泉北臨海地区 

・津波到達までの時間は 100 分。津波浸水深は最大 2m。 

・長周期地震動により大型の危険物タンクで、スロッシング(油面揺動)により油類が最大

1.2 万 kl 流出する恐れ。(25ｍプールで約 20 杯分) 

・津波により小型の危険物タンクが移動し、油類が最大 0.5 万 kl 流出する恐れ。 

・短周期地震動により高圧ガスタンクや桟橋等で火災・爆発・毒性拡散、毒劇物液体タンク

で毒性ガス拡散の恐れあり。爆発等の影響が一般地域にも及ぶ可能性。 

・短周期地震動により危険物タンク等で流出火災の可能性。 

 ③関西国際空港地区 

・津波の高さは 0.01～1m 



 

・短周期地震動により危険物タンク、石油タンカー桟橋、危険物配管設備で流出火災の可

能性 

 ④岬地区 

・津波の高さは 0.01～0.3m 

・短周期地震動により危険物タンク、石油タンカー桟橋で流出火災の可能性 

５）石油コンビナート防災計画 

 ①基本目標 

・従業員を含めて人命を損なわない、安全を確保することが原則。 

・一般地域への影響の最小化を図る 

・我が国の社会経済活動を機能不全に陥らせないよう、燃料やエネルギー等の供給能力を

最低限確保するとともに、早期の復旧・復興に貢献する。 

②津波からの防護および円滑な避難の確保 

・港湾および護岸の管理者は、地震が発生した場合は直ちに、水門、防潮鉄扉等の閉鎖、工

事中の場合は工事の中断等の措置を講じる。また、内水排除施設等は、施設の管理上必

要な操作を行うための非常用発電装置の整備、点検その他所要の被災防止措置を講じて

おく。 

・防災関係機関、特定事業所およびその他の事業所は、津波に関する情報を確実に伝達す

る。 

・各地区内の特定事業所及びその他の事業所は、人的被害の軽減を図るため「大阪府石油

コンビナート等特別防災区域 津波避難計画」を基本方針にして、あらかじめ従業員等

の避難場所を定めるとともに、津波発生時には作成した計画に従って迅速に避難する。 

③地震・津波発生時の応急対応 

・（各事業所は）地震・津波発生時に生じる可能性のある火災、爆発、石油等の漏洩若しく

は流出等の災害の発生を防止するため、危険物施設等の緊急停止及び点検、充填作業、

移し替え作業等の停止、その他施設の損壊防止のため特に必要がある応急的保安措置を

行う。津波が襲来するまでの時間を考慮した危険物施設等への浸水防止、流木等による

危険物施設等への影響の回避などを行う。また、大型タンカー等船舶による危険物等の

荷役作業中の場合は、直ちに中止し、港外へ避難、係留索の点検等、災害の発生を防止す

るための措置を講じる。 

・災害の状況に応じ、職員等により直接周辺住民等に対する広報活動を行う。 

・事業所は、従業員等を安全な避難場所に誘導する。 

 

（２）船舶運航事業者における津波避難マニュアル作成の手引き(国土交通省海事局 2014 年

3月) 

１）地震・津波情報の収集 

 ＊気象庁発表の地震・津波情報を収集する。 

発生から 10 数秒後に「緊急地震速報」、約１分半後に「地震速報」、約３分後に「津波警

報・注意報」が発表され、各気象台から行政機関や報道機関等に連絡されることになって

いる。 

 ＊津波警報・注意報の種類 

  ・大津波警報…予想される津波の高さが高いところで 3m を超える場合 

  ・津波警報……1m～3m 以下の場合、津波注意報…0.2m～1m 以下の場合 

２）津波襲来時の船舶の対応 

 ①使用可能な通信機器を使っての情報収集と本社等との連絡・協議 

②乗組員の確保（平時から最低限必要な乗組員を確保するためのルールや上陸する乗組員

に対する職務代理について取り決め） 

③荷役の中止 

④操船支援確保の可否（水先人やタグボートが確保できない場合の方法と体制） 

⑤係留強化の場合は、津波が係留中の船にどのような影響を与えるかの事前検討。 



 

３）津波対応行動 

 ①港外退避 

 ②係留強化 

 ③総員退避 

 

（３）大阪湾地震・津波アクションプラン（2008年 4月） 

１）アクションプランの体系 

①計画期間…2008 年から 2017 年の 10 年間。短期的な目標は 2012 年度末、中期的な目標

は 2014 年度末、長期的な目標は 2017 年度末までにと設定している。 

②基本理念…東南海・南海地震津波に対する大阪湾の協働体制を構築し、自助・共助・公助

により安全で災害に強い港づくりを目指す。 

③減災目標…津波発生時の人的被害ゼロ、船舶・貨物等の物的被害の最小化、港湾機能の

早期復旧を今後 10 年間の目標にしている。 

 ④施策の方向性 

１．津波に強い港湾施設をつくる 

２．津波災害に強い人・組織をつくる 

３．避難・救助を支援する。４．情報の共有化をはかる。 

５．被災した港湾を早期に復旧する。６．災害支援拠点機能を発揮する 

２）津波に強い港湾施設をつくるとは（15項目） 

 ①水門・防潮扉・防潮堤対策 

 ＊防潮扉の電動化、防潮堤耐震化の推進 

＊防潮扉閉鎖不可時の応急対策の確保（内容は、「防潮扉が万一閉鎖できない場合の応急

対応について検討を行い、対策を実施する」にとどまっている） 

 ＊水門・防潮扉・防潮堤の定期点検と補修の継続・充実 

②倉庫・上屋など堤内地施設の浸水対策 

 ③小型船舶等の保管場所の確保と係留索の強化 

④流出被害対策 

＊コンテナ流出防止対策の実施（コンテナの多段積み、漂流防止ネットの設置、設置高確

保用の土台配備等、コンテナ流出を防止するための検討と実施。車は 15分、コンテナ

は 24時間で沈下する） 

＊岸壁・物揚場の定期点検の充実と補修の継続・充実 

⑤物流機能の確保 

＊耐震強化岸壁の整備（災害時にも使用可能となる耐震強化岸壁の整備） 

＊荷役機械の浸水対策の実施 

３）津波災害に強い人・組織をつくるとは（35項目） 

①防潮扉・水門・防潮堤対策 

＊防潮扉・水門・防潮堤や防波堤の定期点検。 

＊官民合同による防潮扉の閉鎖訓練。施設管理者による参集訓練。 

＊施設管理者間による防潮設備の共同モニタリング 

＊防潮扉閉鎖の支障となる放置自動車や物品の監視と指導。災害時には民間企業と連携

して放置自動車や物品の移動を行う。 

＊防潮扉の閉鎖体制を充実するための地元住民との協力。地区出動隊による防潮扉閉鎖

体制の維持(＝防潮扉閉鎖体制の中核である地区出動隊の防災機能を確保するための

検討) 

 ②防潮扉閉鎖不可時への対応 

＊応急対応の確保（内容は「防潮扉が万一閉鎖できない場合の応急対応について検討を

行い、対策を実施する(簡易防潮設備や土嚢等の防潮扉周辺配備など)」） 

＊情報伝達体制の構築 

 ③人の避難体制の確保 



 

＊港湾事業者の自主防災組織に向けた啓発。自主防災組織の充実。 

＊港湾労働者等の避難のための防災意識・知識の向上に向けた普及・啓発 

＊官民合同による避難訓練の実施。 

＊関係機関による避難広報、海上からの避難広報、港湾事業者への津波情報連絡体制の

確保。 

 ④物流機能の確保 

＊岸壁、物揚場の定期点検 

＊放置艇、沈船の監視と撤去。小型船舶への啓発。放置自動車や物品の監視。 

⑤防災意識の啓発 

 ＊施設の浸水被害や物品の流出低減のための防災意識・知識の向上に向けた普及・啓発 

 ＊臨海部の防災マップの作成・配布 

⑥緊急時における情報伝達手段の確保、港湾事業者やライフライン事業者への連絡体制の

確保 

⑦防潮機能の復旧 

 ＊防潮堤応急復旧対策の実施体制の確保 

＊被災状況の調査。散乱物品の撤去・回収作業に関する実施体制・マニュアルの整備。 

＊官民連携による漂流物の回収。航路浚渫の実施体制の確保 

＊官民連携による岸壁・物揚場・護岸・防潮堤等の復旧工事の実施体制の確保 

 

（４）まとめ 

①石油コンビナート対策、船舶・コンテナ対策、防潮堤や護岸対策としては、一部、羅列的

で細分化し過ぎと感じるところもあるが、これらの計画・指針・方針などに基づいて地

震・津波対策を大いに進めるべきである。但し、その多くが「検討を行い、対策を立て

る」といったもので、進捗状況がはっきりしない。計画にとどまっている可能性もある。

早急に点検し、計画(Plan)・実行(Do)・評価(Check)・改善(Act)のサイクルを通じて現実

のものにする必要がある。 

②石油コンビナートや港湾対策の場合、当然“官民一体”の対策や訓練は必要であるが、地

震・津波に対する防災対策は、行政(官)が責任を持って進めるべき性格のものである。地

震・津波・防災についての専門家の養成と職員・スタッフの配置は行政の任務であるし、

また、防災方針・防災計画に従わない事業者を指導し、実行させるのも行政の責任であ

る。 

③ここで取り上げたのが石油コンビナートや港湾、船舶などについての防災計画、アクシ

ョンプランのためか、大阪府や大阪市の地震・津波対策の全体像が見えない。まるで防

潮扉や防潮堤・防波堤の耐震強化をすれば津波対策は十分で、一般市街地・市民には被

害が及ばないかのような印象を受ける。これらの施策を行ってもなおかつ防潮堤や堤防

はどこかで決壊し、大阪でもっと大規模な津波災害が起こりうる。地震・津波対策の全

体像との繋がりを明確にすべきである。 

④津波対策として住民にとって先ず大事なことは“何をおいても高台に逃げること”であ

り、「避難計画」とそのための日頃の学習と訓練が大事である。防潮扉の傍に自動車を放

置するのは何故いけないことなのかなどの防災教育を徹底することも重要である。アク

ションプランの「津波災害に強い人・組織をつくる」の内容は、地震・津波・防災の“人

づくり”とは言い難い。 



第３分科会レポート３ 

集中豪雨・大震災で地下街はどうなる？ 
山口毅（大阪自治体問題研究所） 

１．やっと腰をあげた大阪市 

・設置主旨 

大阪府防災会議検討部会から 2013 年 8 月に公表された南海トラフ巨大地震・津波による被害

想定によると、例えば、大阪駅周辺では最大で浸水深 2ｍとされ、キタやミナミなどの大規模な地

下街・地下駅等の地下空間における浸水対策は、喫緊の諜題となっている。 

このような状況の中、大阪市域における大規模な地下空間は、地下街管理会社や鉄道会社など

複数の事業者により管理されており、また、民間ビルに接続し、出入口が一体の場合が多く、災

害時には、民間ビル事業者も含め、各事業者が連携した対策が必要となっている。 

さらに、大規模な商業集客施設との地下店舗等でも、各事業者との連携や浸水対策を講じる必

要がある。 

そこで、このような民間ビルも含めた地下空間において、事業者間の連携、施設整備も含めて

浸水対策の促進を図るため、大阪市、大阪府、関係機関、地下街管理者、鉄道会祉、関係民間ビル

会社等で構成する『地下空間浸水対策協議会』を設置する。 

協議会における検討事項は、次のとおりである。 

(1)地下施設管理者が連携した浸水対策(避難対策及び止水対策)のガイドライン作成 

(2)地下施設管理者が連携した訓練の実施 

(3)情報典有のためのネットワークづくりなど 

・メンバー 

[事業者] 

(1)地下街・地下道管理者(避難確保計画の作成対象) 

大阪地下街㈱、大阪市街地開発㈱、堂島地下街㈱、西梅田地下道管理協議会 

㈱朝日ビルディング、クリスタ長堀㈱、阪急阪神ビルマネジメント㈱、建設局 

(2)地下駅を有する鉄道会社(避難確保計画の作成対象) 

交通局、西日木旅客鉄道㈱、近畿日本鉄道㈱、京阪電気鉄道㈱、阪神電気鉄道㈱ 

(3)上記(1)(2)の施設に接続されているビル等管理者 

[行政】 

大阪市(危機管理室、都市計画局、都市整備局、建設局、消防局、関係区) 

国土交通省(近畿地方整備局)、大阪府(危機管理室) 

 

・平成 26（2014）年 3月 18日 第 1回大阪市地下空間浸水対策協議会 

・平成 26年度は大阪駅周辺地区について検討を進め、相互連携訓練の実施、 

「大阪市地下空間浸水対策ガイドライン」を作成 

・（部会・訓練の開催状況） 

 平成 26年 10月 27日 第 1回大阪駅周辺地区部会 



 平成 26年 12月 15日 第 2回大阪駅周辺地区部会 

 平成 27（2015）年 1月 30日 地下街等相互連携訓練 図上訓練 

 平成 27年 2月 26日 地下街等相互連携訓練 事前研修 

 平成 27年 3月 6日 地下街等相互連携訓練 実働訓練 

 平成 27年 3月 26日 第 3回大阪駅周辺地区部会 

・平成 27年度は、大阪駅周辺地区の対策計画を作成中 

 

２．大阪市内の大規模地下空間の現状 

・別紙 表１、表２ 

 

３．想定される水害 

 １）内水氾濫 別紙 1-4-1 

 ２）河川氾濫  

①淀川   別紙 ア 

②大和川  別紙 イ 

 ３）津波   別紙 1-4-3 

 

４．浸水対策 

・「大阪市地下空間浸水対策ガイドライン」第２部 浸水対策より 

 １）内水氾濫 止水対策 

 ２）河川氾濫 止水対策は限界 利用者を避難誘導 高いところに逃げる 

 ３）津波   止水対策は限界 利用者を避難誘導 高いところに逃げる 

 

・大阪市大規模地下空間浸水対策事業補助金  

補助金の額は、止水板等設置工事に要した費用の 3分の 2以内とする。ただし、出入口 1箇所

につき、200万円を限度とする。 

 

５．地下街等相互連携訓練 

 １）図上訓練 平成 27年 1月 30日（金） 

 ２）事前研修 平成 27年 2月 26日（木） 

 ３）実働訓練 平成 27年 3月 6日（金）8時 40分～9時 30分 

 

６．大阪市営地下鉄 

・ここもやっと対策に乗り出す（市民運動の成果） 

・津波による浸水駅 30駅 但し、５年間５駅１００億円で止水対策 

 

 



 

 

 



 

 

 



「第４４回公害環境デーからのアピール」 

 

大阪府民のみなさん 

 

第４４回公害環境デーに参加した私たちは、大阪の公害と環境について学び討論し、

以下のことを国と大阪府・大阪市に要求することを確認しました。 

 

・大気汚染による喘息患者、アスベスト被害者、水俣病患者、その他の公害被害者す

べての未救済者について国の責任において十分に救済することを求めます。 

・東電福島第一原発事故の責任は東電と国にあり、生活とくらしを事故前の条件に回

復させ、被害者に十分な賠償を行なうことを求めます。生活とくらし救済措置の廃

止に反対します。 

・大気汚染の実効ある低減策、とりわけＰＭ２．５の具体的低減策を直ちに講じるこ

とを要求します。 

・生活の安全と経済を危機に陥れ、国会合意にも反するＴＰＰ合意に反対し、参加を

止めることを要求します。 

・地震・津波などで起こりうる、大阪湾域の船舶・コンテナ・石油タンク、液状化、

超高層ビル、巨大地下街などの問題に対し、具体的対策を実施し、実効ある避難体

制を確立することを求めます。 

・ＣＯＰ２１のパリ合意を実りあるものにするため、温室効果ガスを確実に減らし、

石炭火力から撤退することと、原発再稼働を許さず、再生可能エネルギーを積極的

に推進することを求めます。 

 

さらに大阪での、廃プラ焼却による健康被害の根絶、大阪市環境科学研究所と大阪

府公衆衛生研究所との統合と独立行政法人化を撤回し公立運営で機能を強化するこ

と、淀川左岸線の延伸計画の中止を求めます。 

カジノや高速鉄道建設など従来型の「大型開発」を狙う「大阪都構想」は府民の生

活と環境を破壊するものであり、反対します。 

 

府民のみなさん 

今年５月の「ソラダス２０1６」は身の回りの大気環境を自分の手で測定するＮＯ２

測定運動です。多くの府民の参加を訴えます。 

広範な大阪府民の共同の力で、『都市格』のある住みよい大阪をめざす取り組みを

広げていきましょう。 

 

２０１６年１月３０日 

第４４回公害環境デー大阪府民集会参加者一同 
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